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自治制度・地域振興調査特別委員会会議録 

 

１ 開会年月日 

  令和５年１１月１４日（火） 

２ 開会場所 

  第一委員会室 

３ 出席委員（１０名） 

  委 員 長    松 丸  昌 史 

  副委員長    宮 野  ゆみこ 

  理  事    市 村 やすとし 

  理  事    品 田  ひでこ 

  理  事    高 山  泰 三 

  理  事    関 川  けさ子 

  委  員    松 平  雄一郎 

  委  員    石 沢 のりゆき 

  委  員    沢 田  けいじ 

  委  員    田 中 としかね 

４ 欠席委員（１人） 

  理  事    依 田    翼 

５ 委員外議員 

  議  長    白 石  英 行 

  副 議 長     田 中  香 澄 

６ 出席説明員 

  佐 藤 正 子  副区長 

  加 藤 裕 一  教育長 

  大 川 秀 樹  企画政策部長兼保健衛生部・文京保健所参事 

  竹 田 弘 一  総務部長 

  鵜 沼 秀 之  区民部長 

  髙 橋 征 博  アカデミー推進部長 

  長 塚 隆 史  施設管理部長 
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  横 山 尚 人  企画課長 

  猪 岡 君 彦  政策研究担当課長 

  進   憲 司  財政課長 

  武 藤 充 輝  総務課長 

  畑 中 貴 史  職員課長 

  坂 田 賢 司  契約管財課長 

  川 﨑 慎一郎  経済課長兼緊急経済対策担当課長 

  矢 島 孝 幸  アカデミー推進課長 

  堀 越 厚 志  観光・都市交流担当課長 

  野苅家 貴 之  スポーツ振興課長 

  松 永 直 樹  施設管理課長 

  五木田   修  保全技術課長 

  大 畑 幸 代  整備技術課長 

７ 事務局職員 

  事務局長     小 野 光 幸 

  議事調査主査   杉 山 大 樹 

  係  員     玉 村 治 生 

８ 本日の付議事件 

  (1) 理事者報告 

   1) 旧大塚地域活動センター跡地活用の方向性について 

   2) 湯島総合センター改築等に係る整備の基本的な考え方（素案）について 

   3) 文京区公共施設等総合管理計画（素案）について 

  (2) 一般質問 

  (3) その他 

  (4) 視察（東京都よろず支援拠点新橋事務所） 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

午後 ９時５８分 開会 

○松丸委員長 おはようございます。定刻前ですけれども、全員そろいましたので、自治制

度・地域振興調査特別委員会を開会したいと思います。 

 委員等の出席につきましては、依田委員が病気療養のため欠席ということでございます。
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理事者につきましては、榎戸区民課長が同じく病気療養のため欠席でございます。 

 なお、報告事項３では、関連する理事者として、五木田保全技術課長、大畑整備技術課長

に御出席をいただきますので、よろしくお願いいたします。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○松丸委員長 理事会についてですが、必要に応じて、協議して開催したいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○松丸委員長 続きまして、視察についてですけれども、本日は、午後３時から、東京都よろ

ず支援拠点新橋事務所にて、「中小企業等の経営相談に関する調査・研究」に関する視察を

行います。 

 ついては、理事者報告及び一般質問の日程を午後２時頃までには終えたいと思います。終

了後、視察に出発をしたいと思いますので、よろしいですね。 

（「はい」と言う人あり） 

○松丸委員長 そういうことも含めて、質疑に関しましては、簡潔明瞭にお願いしたいと思い

ます。 

 また、視察に関しましては、関係理事者として、川﨑経済課長に御同行いただきます。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○松丸委員長 それでは、本日の委員会運営についてです。 

 理事者報告３件、一括して報告を受け、項目ごとに質疑を行いたいと思います。その後、

一般質問、その他、委員会記録について、令和６年２月定例議会の資料要求について、以上

の運びにより、本日の委員会を運営していきたいのですが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○松丸委員長 それでは、各委員及び理事者の皆様には、質問・答弁など簡潔明瞭に行い、本

委員会が円滑に運営されるよう、御協力をお願いしたいと思います。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○松丸委員長 それでは、理事者報告です。 

 一括して報告を受け、項目ごとに質疑を行います。 

 企画政策部企画課より３件です。 

 初めに、報告事項１「旧大塚地域活動センター跡地活用の方向性について」の説明をお願
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いいたします。 

 横山企画課長。 

○横山企画課長 おはようございます。 

 それでは、資料第１号を御覧ください。旧大塚地域活動センター跡地活用の方向性につい

てでございます。 

 まず１番目、経緯でございます。 

 こちら、旧大塚地域活動センターにつきましては、この間、既存建物の暫定利用などを検

討した経緯はございますが、今回、当該敷地においては、現時点ではサイクルポートの運用

をしているところでございます。今後、活用の意向もなく、建て替えによる活用の方向を検

討するためとして、今回、御報告するものでございます。 

 敷地の概要については、２番目に記載のとおりでございます。 

 続いて、３番目になります。活用の方向性のところを御覧ください。 

 本敷地につきましては、区内２か所目となります青少年プラザの設置に向けた検討を進め

るということで、方向性を定めてございます。また、併せて育成室の併設についても検討し

てまいりたいというふうに考えてございます。 

 なお、今後、地域や関係団体等と調整をしまして、活用内容のほうにつきましては、今後

決定をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

 こちらについて、御報告は以上です。 

○松丸委員長 ありがとうございます。 

 続きまして、報告事項２「湯島総合センター改築等に係る整備の基本的な考え方（素案）

について」、報告事項３「文京区公共施設等総合管理計画（素案）について」、以上２つの

説明をお願いいたします。 

 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 それでは、資料第２号を御覧ください。湯島総合センター改築等に

係る整備の基本的な考え方（素案）について、御報告させていただきます。 

 １、概要を御覧ください。 

 湯島総合センターの改築等に係る検討につきましては、近隣町会及び利用団体の代表者と

の意見交換や庁内組織において検討を進め、今回、整備の基本的な考え方として、素案とし

てまとめましたので、報告するものとなっております。 

 ２、これまでの検討経過については、記載のとおりとなってございます。近隣町会、高齢
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者クラブ、青少年委員及び青少年健全育成会の代表者で構成される全体会を３回実施いたし

まして、青少年委員及び青少年健全育成会の代表者と１回、高齢者クラブの代表者と１回、

それぞれ実施したところとなっております。 

 また、庁内組織において、検討会を２回開催したところとなっております。 

 ３、整備の基本的な考え方につきまして、２ページ目を御覧ください。 

 基本的な考え方として、４つ示しております。１つ目は、老朽化、バリアフリー等への対

応です。施設全体として老朽化が進み、バリアフリーの対応が必要なことから、建て替えに

よる整備をするものといたします。 

 ２つ目は、既存施設の存続充実です。福祉センター湯島、湯島図書館、湯島児童館及び湯

島育成室は存続する方向とし、各施設の規模や機能の充実等、今後のニーズを踏まえた検討

を行ってまいります。 

 ３つ目は、地域のにぎわいを創出するスペースです。各種イベントが実施できるようなオ

ープンスペースなど、地域のにぎわいが創出されるスペースを検討します。 

 ４つ目は、世代間交流を生み出す施設です。高齢者から児童まで多世代が利用する施設と

なることが想定されるため、世代間交流やコミュニティを形成する施設を検討します。 

 １ページ目にお戻りください。 

 ４、その他についてです。 

 引き続き、近隣町会及び利用団体代表者との意見交換を行うとともに、現在行っておりま

すサウンディング型市場調査の結果を踏まえまして、整備手法や導入機能を整理し、整備方

針案の策定に向けて検討を進めてまいります。 

 説明は以上となります。 

 続きまして、資料第３号を御覧ください。文京区公共施設等総合管理計画（素案）(公共

施設等総合管理計画)について、御報告いたします。 

 １、概要、２、素案の検討経過を御覧ください。 

 公共施設等総合管理計画につきましては、部長級の検討委員会、課長級の検討部会での検

討を行い、今回、素案としてまとめましたので、その内容を報告いたします。 

 ３、素案につきまして、２ページ目以降が素案となります。現計画からの主な変更点につ

いて御説明いたします。 

 ＰＤＦページの６ページを御覧ください。 

 現計画は、平成29年度から令和８年度までの計画となっていましたが、今回の見直しにお
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いて、令和６年度を起点とする計画といたしまして、今後は５年ごとに見直しをいたします。 

 18ページを御覧ください。 

 図の３－５では、施設の老朽化状況を示しております。築60年以上は10.0％、築30年以上

は67.1％となっております。また、10年後には、約３割の施設が築60年以上となり、８割以

上の施設が築30年以上となることが見込まれております。 

 続きまして、27ページを御覧ください。 

 長寿命化の実施方針について、内容を充実しております。今回の計画改定では、予防保全

の考え方を明確化しております。 

 フロー図を御覧ください。公共施設全体を予防保全施設と事後保全施設に区分いたしまし

て、さらに予防保全施設については、長寿命化施設と一般施設に区分しております。 

 本区におきましては、シビックセンターと学校校舎を長寿命化施設として整理しておりま

す。 

 次のページを御覧ください。 

 建て替えのサイクルといたしまして、それぞれの構造に応じた目標使用年数を規定してお

ります。一般施設は45年または60年、長寿命化施設は80年としております。 

 また、改修サイクルといたしまして、中規模改修については15年から20年ごとに行うこと、

大規模改修については30年目または40年目をめどに行うことを規定しております。 

 続きまして、31ページを御覧ください。 

 国の指針に基づきまして、ユニバーサルデザインの推進方針を新たに追加しております。 

 また、同じページにあります脱炭素化の推進方針につきましても、新たに追加しておりま

す。 

 続きまして、33ページを御覧ください。 

 第５章では、大規模改修更新等に係る費用の見込みを示しております。試算結果として、

今後10年間で1,501億円、30年間で4,115億円を見込んでおります。現計画では、10年間で

634億円と試算しておりましたが、今回の試算で、区の実績単価による試算を行いまして、

見込額が増えております。 

 続きまして、35ページを御覧ください。 

 第６章では、施設類型ごとの基本的な方針を示しております。 

 40ページを御覧ください。 

 集会施設を例に構成を説明いたします。最初のページは、類型ごとに施設の配置状況を示
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しております。 

 次のページでは、施設の維持管理・更新等の方向性を示しております。 

 次のページでは、施設の基本情報を示しております。主な変更点といたしまして、改修の

実績について、これまでの大規模改修に加えまして、中・小規模改修を新たに表示しており

ます。 

 また、表の右列に、今回の計画で規定した予防保全の考え方を適用した場合の大規模改

修・建て替えの目安を示しております。 

 次のページでは成果や課題・今後の展開、維持管理費、次のページでは利用者数の推移を

示しております。 

 45ページ以降につきましては、施設の類型ごとに同様の構成となっております。 

 121ページを御覧ください。 

 計画の取組体制を示しております。最後の段落に記載しておりますが、今後、企画政策部、

施設管理部、施設所管部から構成される全庁的な取組体制を構築しまして、進捗管理してい

くことを規定しております。 

 １ページへお戻りください。 

 今後のスケジュールについてです。 

 12月に区民意見の募集と区民説明会を開催いたします。これらの意見を踏まえまして、計

画案を２月議会で報告し、３月に計画改定を予定しております。 

 説明は以上です。 

○松丸委員長 ありがとうございます。 

 それでは、報告事項１「旧大塚地域活動センター跡地活用の方向性について」の質疑に入

りたいと思います。 

 質問のある方はいらっしゃいますか。 

 市村委員。 

○市村委員 おはようございます。よろしくお願いします。 

 資料第１号「旧大塚地域活動センター跡地活用の方向性について」、御報告をいただきま

した。まず、ここに書いてあるとおり、活用の方向性、あくまでも方向性ということで、ま

だ決まってはいないということで、青少年プラザの設置、そして育成室の併設ということで、

我が会派としても一般質問で、b-lab（ビーラボ）、そういったものを要望したりしており

ますが、いろんな会派からそういう意見も聞いておりますので、方向性といっても、恐らく
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ですよ、b-lab（ビーラボ）で決まるんじゃないかなというような考えでおりますけれども、

まだまだ方向性だけということで、これから具体的に決まっていくと思いますが、地域や関

係団体との調整ということが、最後にその他のところに書いてありますけれども、具体的に

どのような関係団体、どのような方向性で調整していくのかをお答えいただければと思いま

すが。 

○松丸委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 こちらにあります地域や関係団体についてでございますけれども、こちらに

つきましては、現在、地元の町会であるとか、あと関係団体としましては、青少年健全育成

会や青少年委員会、またＰＴＡ等、こういったような子ども関連、特に中高生に関係すると

ころとの話を検討してございます。 

○松丸委員長 市村委員。 

○市村委員 ありがとうございます。ということであると、青少年プラザの設置がある程度方

向性が見えてきたのかなと思いますけれども、地域の方々が何か、例えば、これは何階建て

になるのか、４階建てか５階建てぐらいだと思いますけれども、地域の方の要望、町会・自

治会の方々が、ぜひこういうものに使ってほしいというような、私も町会に携わっている者

としては、やっぱり何かあると便がいいなとは思いますけれども、そんな要望は今、出てお

りますか。 

○松丸委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 こちらの敷地につきましては、特に今の段階で何か具体的な要望というのを

地域のほうから聞いているものは特にはございません。 

○松丸委員長 市村委員。 

○市村委員 分かりました。これから出てくるのか、キャパシティもそんなに大きなあれでも

ないので、ある程度は限られてしまうと思いますけれども、もう一回戻ります。青少年プラ

ザの設置と育成室の併設、それ以外というのも当初はいろいろあったかと思うんですけれど

も、障害者施設と障害の関係の、そういったものに関しては、今、方向性的にはどうなのか、

その辺を最後に聞いて質問を終わります。 

○松丸委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 ありがとうございます。今、御指摘いただきましたように、本区につきまし

ても、様々な地域で行政需要を満たすために、御指摘がありましたような障害者施設をはじ

め、介護施設等々につきましても、区全体の中での要望というのはございます。そういった
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中で、調整をしていく中で、今回、この敷地につきましては、区の中のほうでは、こういっ

た青少年プラザ、子ども関連の施設で統一していこうといったような方向が出ましたので、

それでもって今回御報告をし、地域の方に御説明するような状況に入ったというところでご

ざいます。 

○松丸委員長 市村委員。 

○市村委員 しっかりと地域の皆さんの声を聞いて、いい施設になるように、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。 

○松丸委員長 では、品田委員。 

○品田委員 おはようございます。お願いします。 

 まず、すみません、建物の規模、もう少しちゃんと明らかにしていただけますか。 

 それから、大塚地域で、私もここの地域に入ります。今までの地域活動センターは、老朽

化もしていますし、大変使いづらかったんですが、中央大学（中大）のほうに移転をして、

地域からの要望がないというのは、多分、もうあちらで満足しているということだというふ

うに思いますので、町会関係のほうは、新しい中大のほうを使わせていただいて、快適に使

っているということで、満足をしているんじゃないかなというふうに思っています。 

 それで、今回、中高生の居場所ということで、青少年プラザ、うちの会派も含めて、議会

の要望がかないそうなので、これについては大変評価をさせていただきます。本郷のほうと

同じ形なのかどうかは別として、中高生、あそこは駅に近いので、またちょっと本郷のほう

とは違う活動もできるのかなというふうに思います。 

 それから、育成室が出てきたので、担当のほうに、中大の中に育成室ができたのにまだ足

らないのかということをちょっと朝、確認をしましたら、まだ待機児童が出ているのと、前

もって、やはりこれからまだ子どもの数も増えるので、育成室は先行して要望しているとい

うお話を伺いましたので、それはある程度納得をしているところでございます。 

 その規模をちょっとお知らせ──今、２階建てが、多分、４階ぐらいになると倍ぐらいに

なるのかな。敷地があまり広くはないんですけれども、私たちの会派はずっと話して、今、

障害者のグループホームが計画から大分遅れていますので、規模が小さくてもいいので、ぜ

ひ、グループホームをちょっと御検討いただきたいというふうに私たちは思っています。 

 それと、前回もお話ししたんですが、今、方向性なんですよね、もう４月にあっちに移る

と分かっていたんですから、もっと早めにスピーディに計画を立てて、４月からだってもう

半年以上ですよね、もう既に解体になっているはずだったのに、あまりにも遅いので、少し
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急いで計画を進めていただきたいというふうに思いますが、今後、解体や設計等、どういう

スケジュールになるのか、教えていただけますか。方向性だけではなくて、一緒にハード面

も並行してやったほうが早く進むと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○松丸委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 まず１つ目、建物の規模についてでございます。こちら２番の敷地の概要の

ところにございますが、敷地面積は325.29平米になりまして、建蔽率、容積率等々を鑑みま

すと、おおむね、最大で970ほどの建物にはなりますが、全体の状況、周囲の環境等を考え

ながら、800から900ぐらいの活用になるのかなというふうに今の段階では思っているところ

でございます。そういった考えでいきますと、建物の階数としては、おおむね４階から５階

ぐらいといったような状況になるかというふうに見込んでいるものでございます。 

 それから、中に入る施設についてでございますが、もともと今回手が挙がっていた青少年

プラザに加えまして、地域の需要もあるということで、子ども関連ということでは、育成室

ということの併設を検討することにしたところでございます。所管からの回答にもありまし

たように、引き続き、子どもの数については、今後の状況を見ながら、一定ニーズがあるだ

ろうということで、今の段階では考えているところです。 

 また、逆に、障害者グループホームのお話もいただきました、当初、こちらの施設の必要

性の中にはそういった考え方もございました。そういった中で、様々この間検討してきた経

緯がございますけれども、どうしても建物の性質、異なる施設を併設するという形になりま

すと、例えばエレベーターの数であるとか、動線を切り分けるとか、そういったような関係

がございまして、どうしても敷地の活用できる面積が減ってしまうといったようなところが

ございまして、そういったところも鑑みまして、なるべく建物の中で有効に使える面積を増

やそうという考えから、福祉関連の施設については、それはそれでまた別のところでしっか

りまとめていこうということを踏まえまして、区としては、方向性としては、今回こちらに

ついては、子ども関連でまとめたというような経緯がございます。 

 そういったような話、また、もともと本年度、ほかで現在の建物の活用ができないかとい

ったようなことも考えていた経緯もございまして、この間、検討の期間がかかってしまうと

いうところはございますけれども、今後、スピーディに進めてまいりたいというふうに考え

てございます。 

 なお、今後のスケジュールでございますが、実際、この方向性について、地域の方々等と

いろいろとお話をさせていただいた上で、最終決定する中で、また今回、青少年プラザとい
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うことであれば、湯島にありますb-lab（ビーラボ）もそうでしたけれども、当事者の方々

にもいろいろと御意見を聞いて、どういったような建物が望ましいか、どういった性質のも

のにしたらよいかといったようなお話もさせていただくというふうには思っております。 

 そういったような活動をさせていただくとともに、その間に令和６年度、７年度で解体の

ほうを進めまして、そこから具体的な建設のほうに入っていくというふうに考えてございま

す。ちょっとこの詳細なスケジュールは、その状況によって変わるかなと思っておりますの

で、またその段階になりましたらお示しさせていただきたいというふうに思っております。 

○松丸委員長 品田委員。 

○品田委員 令和６、７年度で解体、来年いっぱいで解体して、その間に計画を立てて、では

まだ随分──役所は、スピーディにというのがいつも合い言葉なので、ぜひ、スピーディに

やっていただきたい。 

 それで、障害者の施設は無理だと断言をされたので、ぜひ、別のところでしっかりと造っ

ていただかないと、小日向二丁目の説明会でも、やっぱりそういう障害者の施設を造ってほ

しいという要望が出ていたと思うんですけれども、皆さん、待ちに待っているわけですよね。

だから、計画が遅れているということは、重々承知はしていらっしゃるけれども、１日も早

くそういうところに入りたいという方の要望は、ぜひ、かなえていただきたいというふうに

思います。 

 ここが子ども関連の施設ということですと、ですから青少年健全育成会とかに伺いながら

ということだというふうに思うんですが、あそこは大学も周りにたくさんありますし、そう

いった学生さんや大学も絡めながら、いろんな子どもたちにいい影響を与えるようなセミナ

ーとか活動とか、何かそういう形でやっていただきたいというふうに思っています。 

 それから、ちょっと別の話ですけれども、中大のところに学生食堂というんですか、学食

で一般の方も入れる食堂が今、人気になっていて、みんな喜んで、安く──銀座スエヒロさ

んでしたかね、入っているのが。何か皆さん、あそこの地域活動センターだけではなくて、

中大のそこも活用されているので、みんなに活用される施設になるように、しっかりと計画

をして、早めに建てていただくことをお願いいたします。 

○松丸委員長 では、石沢委員。 

○石沢委員 ちょっと今、いろんな委員の方から発言があったとおり、この御報告にもあるよ

うに、青少年プラザの検討を進めるということと、育成室の併設について検討するというこ

とで、こういった形でようやく方向性も明らかになりつつあるということなんですけれども、
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育成室については、この待機児童解消加速化プランですよね、これも出ているので、やっぱ

り早く造るべきではないかなというふうに思います。 

 それで、この前の８月23日の教育推進部さんの庁議資料も見ましたけれども、小日向台町

第二育成室の待機児童がかなり多いですとか、大塚小学校の育成室、大塚育成室もやっぱり

多いということで、この茗荷谷近辺のエリアというのは、育成室の待機児童が非常に多いと

いうふうに思うんですよね。 

 ですから、こういった点では、ここでは検討するというふうに書かれております。各方面

との調整なんかがこういう表現になっているのかなというふうにも思うんですけれども、ぜ

ひ、一刻も早く、この育成室を造っていただきたいなというふうに思っておりますので、そ

の点については、改めて御答弁いただきたい。 

 それから、議論の中でもあった障害児に向けた施設という点では、放課後デイサービスと

か、こういった施設も本当に今、足りないということで、地域からの要望も出ているという

ふうに思いますので、こういった施設についても、ぜひ前向きに検討していただいて、入れ

ていただきたいなというふうに思います。 

 それで、今、品田委員からの議論の中でもありましたけれども、中大があそこに移ってく

るというのが2019年の新聞の何か一面広告でばーんと出て、そこの中で、大塚地域活動セン

ターも移転するという方向が決まったんじゃないかなというふうに思うんですよね。過去の

議事録を見てもそういう経緯だったというふうに思うんですけれども、そういった点からい

うと、もう2019年からですから、それ以前から分かってきたかもしれないんですけれども、

かなり期間がたっているというのは、本当に皆さんがおっしゃるとおりだというふうに思う

んですよね。 

 ですから、先ほど解体は来年、再来年に向けてということですから、これはちょっと待た

されているなという感じが本当にするんですよね。ですから、ぜひここは、本当に一刻も早

く造っていただきたいなというふうに思うんですけれども、その点についてもいかがでしょ

うか。 

○松丸委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 まず、育成室についてでございます。御指摘ございましたように、区としま

しては、加速化プランもつくりまして、今年、来年、しっかりと着実に育成室の需要を満た

していくという方向で動いているところでございます。そういった中で、使えるところの活

用については、こういった形で見込んでいくというふうにさせていただいております。今回
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も含めて、様々なところで育成室の活用、育成室その他ですね、子どもたちの放課後の居場

所づくりということについては、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えてござ

います。 

 また、お話がございましたが、放課後デイサービスにつきましても、所管のほうでの必要

性というのをしっかりと捉えておりまして、本施設で検討していた経緯も過去ございました

けれども、そのほかの公有地等々の活用もいろいろ踏まえて、全体を通してしっかりと需要

を満たしていきたいというふうに考えてございます。 

 また、最後に御指摘ございましたが、確かに今回、中大のほうに移転をするということで、

この建物の今後の活用というところについては、かつてからいろいろ考えてきたところでは

ございます。そういった中では、旧建物の再利用ができないかといったような考え方をして

いたところもあり、またそのときそのときの行政需要についての使い方というのを検討して

いたというようなところもございましたが、今後、スピーディに進められるように進めてい

きたいというふうに考えてございます。 

○松丸委員長 では、松平委員。 

○松平委員 ありがとうございます。 

 旧大塚地域活動センターの御報告をいただきました。ありがとうございます。大塚地域活

動センターが中央大学に移転をするということが決まった段階から、ではその跡地に関して

はどういったものができるのかというのは、もう長く、区民の方も、また議会からもいろん

な要望出ている中で、様々要望が多くあった青少年プラザを中心に検討が進むという御報告

をいただいたことには、本当に感謝申し上げたいというふうに思います。 

 ちょっと確認だったんですけれども、先ほどからいろいろ委員のほうから敷地ないしその

中身の概要について御質問がありましたが、一番はやっぱり、一体いつできるんだというと

ころが気になるところではあると思うんです。令和６、７年の解体ということで御報告が先

ほどありましたが、想像するに、解体の後は、令和８年、９年ぐらいに着工があって、完成

というのは、ではその後、令和９年、10年ぐらいなのかなと想像しますが、今、お示しいた

だけるかどうか分かりませんが、完成はいつを目標に今、区として動いているのか、お聞き

したいと思います。 

○松丸委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 今、解体から着工という流れのほうは、委員のほうからも御指摘ございまし

た、そういうイメージで動くことになるだろうというふうには認識してございますけれども、
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今、お話しさせていただきましたように、今後、地域との調整というところから入ってまい

りますので、そういったような状況の結果、あるいは、先ほどもちょっとお話ししましたが、

本施設、青少年プラザという形で進んだ暁には、中高生御本人たちの御意見も取り入れなが

ら造っていきたいといったようなところを調整させていただくというところがございます。 

 そういったようなことも踏まえまして、解体期間中にそういったことを着実に進めさせて

いただきながら、あとは今般の建築需要ですね、そういったような状況を踏まえて、工事期

間がどれぐらいになるか、それの状況に応じて、完成が見えてくるのかなというふうに思っ

ておりますので、ちょっと今、明確にいつできるかというのがなかなか申し上げにくいとこ

ろではございますが、着実に進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○松丸委員長 松平委員。 

○松平委員 分かりました。確かに、地域、町会の皆様、また実際の今後使用する中高生の意

見も聞きながらということで、そういった意見を聞きながら、施設にいいものを反映してい

くということは大事だと思いますが、令和６、７年の解体ということであれば、令和９年や

10年の完成を目標に、ぜひ動いていただきたいところではありますが、確かに今、実際、建

築資材が高騰しておりますし、原材料も品薄になっている、技術者も不足しているという状

況が続いていると思いますので、様々な複合的な要因がある中でありますが、どうしても延

びてしまう要因は出てくる可能性はありますが、ぜひ早めの完成を目標に動いていただきた

いなというふうに思います。 

 では、完成が令和９年や10年だということを想定した場合ですけれども、今、実際、青少

年プラザの併設と同時に、育成室も設置をするというところで、恐らく完成する令和９年、

10年のタイミングでは、まだまだ年少人口は増えているタイミングだと思いますので、育成

室の需要というのは確実にあると思います。 

 ただ、この後、御報告いただきます、公共施設等総合管理計画のところの人口推計でも、

令和10年というのは、生産年齢は減少に転じるタイミングというところもあります。将来的

に、生産年齢人口は減っていきますし、年少人口の割合もいずれ減ってくると。今後、公共

施設を新しく建てるとなると、当然のことながら、30年、50年、長寿命化をする中で、80年

の施設を造っていくという御報告がこの後あると思いますが、そうなると、今、青少年プラ

ザと育成室ということでありますが、育成室の需要がこの先20年後、30年後も必要になって

くるかどうかというところが一つの課題かなというふうに思いますので、ある程度柔軟性を

持たせるような形での建築、検討というのを進めていったほうがいいのではないかなという
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ふうに思いますが、その辺り、育成室に関する今後の施設の柔軟性、場合によってはその時

代その時代に合せた形での変更の対応に関しては、どういうふうな考えで進んでいらっしゃ

るのか、お聞かせいただけますでしょうか。 

○松丸委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 人口動態についてもお示しをいただきました。私どものほうでも、人口推計

の中で今後の人口がどう推移していくか、あくまで推計ではございますけれども、今、考え

ているところでございます。そういったところを踏まえまして、御指摘がありましたように、

今後の建物の建設につきましては、一定柔軟性を持った形で対応できるというのが必要であ

るというふうには認識してございます。 

 今回は、具体的には、今、育成室というお話がございました。確かに、今般、直近の需要

というのは一定あるということで、そちらの方向性について進めているところではございま

すけれども、御指摘のように、建物については何十年というようなスパンで造るものになり

ますので、今後、多分、様々な需要が今後の行政にはまた出てくるというふうに考えてござ

いますが、そういった対応ができるようなフレキシブルな建て方であるとか、そういったも

のについては、今後の建物の建設については必要であるというふうに考えてございます。 

○松丸委員長 松平委員。 

○松平委員 分かりました。ありがとうございます。ぜひ、そういった対応も含めての検討を

進めていただきたいというふうに思います。 

 また、先ほど建築資材の高騰、原材料も品薄になってきていると。鉄筋・鉄骨に関しても、

なかなか資材も高騰しているという中であります。では、どういう建物ができるのかなとい

うふうにとても期待をしたいところではありますが、先ほど御報告をいただいた、後ほど議

論いたします公共施設等総合管理計画の中にも、新しい要素として脱炭素化の推進方針とい

うのも入ってきております。その中の項目を見ると、建物の整備に際しては、内装等の木質

化やリサイクル製品や木材製品の採用についての検討も行っていくという記載もございまし

た。 

 脱炭素化、ゼロカーボンシティを目指す中で、また建築資材もいろいろ高騰している中で、

ぜひ、私、個人的には、木造建築物を今回検討していただければありがたいなというふうに

思います。今、大型の公共施設で木造を行いますと、費用面も含めて、なかなか難しいとこ

ろがありますが、規模的にそこまで大きくはないという構造物ではありますので、また、国

の法改正でも、中高層の建築物、公共施設に関しては、法令上、耐震化ももうクリアしてい
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るところではありますので、そういった観点からも、今後、国産木材の使用が進んでいけば、

価格に関しても、ある程度今とは変わってくる形になってくるのかなというふうに期待はし

ているところでありますので、そういった観点からも、ぜひ、新しい大塚地域活動センター

の跡地に関しては、そういったことも検討のうちの一つとして入れていただきたいというふ

うに考えておりますが、その辺り、もし御答弁いただけるところがあればお願いできますで

しょうか。 

○松丸委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 御指摘ありがとうございます。今、お話がありましたように、木造による建

築ということについても、考え方の一つとしてあるかなというふうには、私どものほうとし

ても思ってございます。建物の方向性につきましては、今回、青少年プラザということにな

れば、子どもたちの意見をしっかりと取り入れながらというところの中で、そういった議論

も一定出てくるかというふうに思っておりますので、その建物の目的も含めて、有効活用で

きるような一つの方向性として考えてまいりたいというふうに思っております。 

○松丸委員長 ちょっとまとめて。 

 松平委員。 

○松平委員 はい、終わります。 

 子ども関連の施設でまとめるということでございますので、ぜひ、子どもたちが木材に触

れ合えるような、そういった施設として、いいものができればというふうに思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

○松丸委員長 では、沢田委員。 

○沢田委員 私からは、２つお伺いしたいんですが、まず青少年プラザの設置というのは、８

年前、2015年に初めて湯島の教育センターに併設されたb-lab（ビーラボ）以来ですよね。

今回、実際の設置は2027年以降という話ですかね。先ほど来、各委員からスピード不足の指

摘もありましたが、例えばおっしゃっていた利用者の中高生のニーズの聞き取りなど、すぐ

にでも始められるものもあると思うんですが、この辺りは、いかがお考えでしょうかという

こと。 

 あと、もう一点なんですけれども、なぜこれだけの、つまり2027年とすれば12年ですよね、

10年を超える年月を置いて、今頃青少年プラザの設置に至ったのかと。これを、これまでの

経緯も含めてお聞きいたします。 

○松丸委員長 横山企画課長。 
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○横山企画課長 今、お話がございましたけれども、この間、工事を進める中で、こちらの方

向性がまとまりましたら、そういった利用者の意見ですね、特に青少年プラザということで

あれば、子どもたちの意見をしっかりと聞いていくといったような作業については、併せて

並行して進めていきたいというふうに考えてございます。 

 また、この間、２つ目となります青少年プラザになりますけれども、これまで１つ目の青

少年プラザのほうでのニーズが、設置して以降、かなり需要が高まってきたというふうに考

えてございます。本年の９月には、湯島にありますb-lab（ビーラボ）の延べ来館者数につ

きましては20万人を超えたといった状況もございますので、そういったところを鑑みて、ま

た地域的な部分も踏まえて、２つ目の施設が望まれてきたという経緯がございますので、そ

ういった中で、こちらについて、青少年プラザの設置の検討を進めてきたということでござ

います。 

○松丸委員長 沢田委員。 

○沢田委員 おっしゃるとおり、中高生であるとか区民の皆さんから待望されていたのは事実

と思うんです。現に、区内の中学生やその保護者、そして区立中学校ＰＴＡ、またその連合

会などからも、中学生の居場所づくりの要望は、この間もずっとあったと思うんですね。た

だ、10年を過ぎてやっと２か所目ができるというような、このペースがそもそもスピード感

の足りない部分なんじゃないかと思っておりまして、この間、国の動きとしては、2010年に

子ども・若者育成支援推進法が出来、総合的な支援推進のための大綱、いわゆる子供・若者

育成支援推進大綱が2010年、2015年、そして2021年と３次にわたって策定をされてきている

わけですよね。ここには、子どもや若者が誰一人取り残されず、社会の中に安心できる多く

の居場所を持ちながら成長、活躍していける社会をつくることがうたわれているわけです。 

 お聞きしたいのは、この間も区内の各地区でこうした公共施設の再生であるとか再活用の

話があったと思うんですが、そういった機会でも、この青少年プラザの設置の検討はされて

きたと思うんです。その辺りの検討の経緯を伺いたかったんですが、いかがでしょうか。 

○松丸委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 ハードの整備につきましては、御指摘のように、様々な土地の活用、建物の

利活用というところについて、行政需要を確認しながら進めてきたという経緯がございます。

そういった中で、この青少年プラザの必要性というところについても、現在の湯島にありま

す建物の状況を踏まえて、２つ目のということについてのお話はあったところでございます。 

 一方で、その地域性といいますか、どこにどういったものが必要かということについては、
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この青少年プラザのみならず、先ほど来お話がございますが、介護、福祉関連施設ですね、

障害者施設等々、そういったような様々な状況がございまして、優先ということではなく、

そういった地域性であるとか状況等を鑑みて、この間、進めてきたという経緯がございます

ので、結果的にこれぐらいの期間がたってしまったというところは、御指摘のとおりではご

ざいますけれども、必要性を鑑みて、様々な議論の中で、今回こちらの方向性を定めるに至

ったというところでございます。 

○松丸委員長 沢田委員。 

○沢田委員 今、おっしゃったとおりで、優先ということではなくとおっしゃいましたが、優

先順位でいったときに、これまでは最上位ではなかったということではないですかね。 

 御存じと思うんですけれども、b-lab（ビーラボ）は、現在、貧困や虐待など支援の必要

な子どももたくさん利用をされているわけです。過去には、子ども家庭支援センターと連携

して、課題解決につながったケースもあると伺っています。特に、区内には、中学生の居場

所が少ないのは事実ですし、保護者との関係で、実際、家に帰りづらい子どもであったり、

保護者から十分なケアが受けられない子どもにとっても、貴重な居場所としてずっと機能を

していたと思うんです。 

 今後は、児童相談所が設置されれば、中学生も一時保護などが可能になると思うんですけ

れども、そこにつなげる橋渡しとしての居場所の役割もさらに重要になってくると思うんで

す。そうしたニーズの高まりを考えると、10年に２か所というペースでは追いつかないんじ

ゃないかと思うんですが、いかがお考えでしょうか。 

○松丸委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 行政需要につきましては、いわゆる先ほど優先か優先じゃないかという話は

ございましたが、一定必要な施設については優先度を高めてやってきているといった中に、

こちらの施設も入っているという考えではございます。 

 一方で、繰り返しになりますけれども、福祉関連施設等についても高い優先度を持ってき

て進めているという状況はございます。 

 それで、子どもの居場所というところの観点についてでございます。確かに、青少年プラ

ザという意味におきましては、今回２つ目というところで、今、お話が上がってきたところ

でございますけれども、一方で、そういったハード整備のみならず、様々な場所で子どもの

居場所が、しかもいろんな観点で、例えば学習ができる場所であるとか、相談ができる場所

とか、そういったようなところについての整備、あるいは受け方についての対応というのは、
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ハードのみならず、ソフト面での対応というのも考えてまいってございます。例えば地域活

動センターのところで一定学習ができるような環境を整備するであるとか、そういったよう

な取組も進めていく中で、今、お話がございました、子どもの居場所をしっかりと区として

も考えていきたいというふうに考えてございますので、今後、この青少年プラザの建設のみ

ならず、またいろんなところで、子どもの居場所については対応してまいりたいというふう

に考えてございます。 

○松丸委員長 沢田委員。 

○沢田委員 ちょっとまとめていきますけれども、今、おっしゃった地域活動センターでの学

習の支援であるとか、もう御存じと思うんですが、やっぱりそのスペースも限られますし、

特に中学生がそうやっていられる場所って、実際に運用されている中で、どの程度その居場

所として機能しているかというと、私の中では、特に文京区では、中学生の居場所は取り残

されている側なんじゃないかなというふうに思っておりますので、今日の質問でした。 

 最後ですけれども、今年はこども基本法が施行されて、こども家庭庁も発足しましたので、

当然、子どもの最善の利益の実現、そしてこどもがまんなかの社会づくりということがうた

われておりますから、文京区としても、これから優先して取り組まれるということなんだと

思うんですが、一方では、昨日、子ども・子育て支援調査特別委員会の研究会で、講師の末

冨芳先生から、こども家庭庁の下で、かえって子どもの貧困対策が置き去りになりかねない

というような指摘もいただいたんですね。 

 子どもの貧困というのは、子どもらしい幸せな生活、いわゆる子どものウェルビーイング

が奪われた状態を指すというお話で、先ほども申し上げた中学生の居場所なんかは、これに

直結しているわけですよね。いわゆる、子どもと若者のウェルビーイングの実現は喫緊の課

題ということなんですけれども、実際は、新しく策定されるこども大綱の中で、さきに述べ

た子供・若者育成支援推進大綱の後退すら危惧されるというような御指摘をいただいている

んです。特に、今後、文京区で自治体こども計画の検討に当たっては、子どもの貧困対策が

後退しないよう注意が必要という御助言をいただいています。 

 申し上げたいのは、実際のところ、この2027年に２か所目というペースではなくて、もっ

と急いで、青少年プラザのさらなる整備であったり、総合的な子どもの貧困対策の推進が求

められるんじゃないかということなんですが、いかがでしょうか。 

○松丸委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 御指摘がありましたように、行政としましては、子どもの健全育成というの



令和５年１１月１４日 自治制度・地域振興調査特別委員会（速報版） 

 

－２０－ 

については、これまでもしっかりと取り組んできた経緯がございますし、今後も重要な課題

だというふうに認識してございます。 

 具体的な計画等につきましては、子ども家庭部を中心にしながら、計画を策定する方向に

なるかと思ってございますが、現時点におきましても、子どもの貧困に関する調査等をしっ

かりと進めていく中で、いわゆる子ども宅食プロジェクトをはじめとする様々な施策にも取

り組んできた経緯がございます。 

 今、お話がありましたように、青少年プラザの設置については、今、こちらのお示しをし

た内容にはなってございますけれども、こういったことを契機に、さらに子どもたちの様々

な課題ですね、貧困もございましたし、学習支援もございます、居場所づくり、そういった

ようなことも、全体を捉えて、しっかりと今後も行政のほうを中心に子どもたちの施策を進

めてまいりたいというふうに思ってございます。 

○松丸委員長 もうまとめて。 

 沢田委員。 

○沢田委員 では、最後、一言だけなんですが、末冨先生のおっしゃった言葉で一番印象に残

ったのは、東京の若者が一番の被害者なんだという話です。何を言いたいかというと、子ど

も・若者の貧困が深刻化して、東京の中間所得層というのは、もう地方の低所得層と同水準

なんだと言われておりました。現行の支援って、一定の基準を超えるとゼロになるような、

その経済支援が中心なんですけれども、そうではなくて、b-lab（ビーラボ）に代表される

ユースワーク、ユースセンターなど、誰一人取り残さない支援がこれからは特に重要なんだ

という話でしたので、せっかく全国でも注目されているb-lab（ビーラボ）のような好事例

を持っているわけですから、これからの整備に当たって、ぜひ、b-lab（ビーラボ）を区内

全体に広げていけるような、全庁を挙げた支援をいただければと思います。 

 以上です。 

○松丸委員長 では、宮野副委員長。 

○宮野副委員長 ありがとうございます。 

 今回、第２のb-lab（ビーラボ）が整備される方向性ということで、私も、教育センター

の地域偏在について、これまで訴えさせていただいていたところなので、大変うれしく思っ

ております。解体に２年も有して、それで具体的な完成時期がまだ提示できないということ

なんですけれども、やはりできるだけ早く、多くの子どもたちに利用してもらえる施設整備

を進めることを、私からも要望させていただきたいと思います。 
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 敷地面積が325平米ということで、一方の教育センターは敷地面積が約4,700平米なので、

それと比較すると小規模なものになるのは当然なんですけれども、私としては、教育センタ

ーで行っている児童発達支援ですとか教育に関する総合相談の機能をどうにか含められない

のかなと、ちょっともったいなく思います。 

 先ほどの答弁の中で、限られた面積でb-lab（ビーラボ）や育成室の機能を最大限充実さ

せられるようにというお考えということかと理解したんですけれども、特に児童発達支援に

ついては、定期的に療育が必要な子どもが大塚地域のほうからも湯島まで通うのが大変とい

うことを聞いておりますので、やはり地域偏在の是正に向けて、引き続き動いていただきた

いというふうに思っております。 

 先ほど、福祉施設は、また別の場所という御答弁があったかと思いますけれども、今後の

そちらの整備について、もう少し具体的な検討状況が今あれば、伺っておきたいというふう

に思います。 

○松丸委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 今回、設置します旧大塚地域活動センターの跡地については、建物規模につ

いては先ほどお話ししたとおりでございます。そういった意味では、限られたスペースで、

まず目的となる青少年プラザがしっかりと運営できるようにということを中心に考えている

ところになります。 

 今現在、湯島のほうで使っておりますb-lab（ビーラボ）の敷地についても、共有スペー

スを除きますと、おおむね987平米ほどがb-lab（ビーラボ）の専用スペースというように、

一部、軽運動室等は重なるところはございますけれども、b-lab（ビーラボ）として活用し

ているスペースはそれぐらいだというふうに聞いてございます。そういったことを鑑みます

と、今回建物ができる最大限を使っても、同じ規模まではちょっと難しいところがございま

すので、限られた敷地でいかに青少年プラザの需要を満たすかというところを中心に考えて

いきたいというふうに思ってございますが、今後、地域や関係団体との協議の中で、そのほ

かの需要についてもいろいろと聞き取りをしながら、最終的に集約をしていきたいというふ

うに考えてございます。 

 それから、福祉については、別のところでという話をさせていただきましたが、今般、

様々な公有地の活用ということについては、この敷地のみならず、企画のほうを中心になり

ながら、行政需要で全体的にどこの敷地で何ができるかというのを考えている中で、そうい

ったお話をさせていただいておりますので、今後、具体的にそういったものが見えてくると
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ころになるかと思いますので、改めてまた御提示できればというふうに考えてございます。 

○松丸委員長 宮野副委員長。 

○宮野副委員長 ありがとうございます。先ほど品田委員からもありましたように、中大の中

に育成室ができて、また育成室を同じ地域にということで、中大のほうの育成室がもっと大

きくできなかったのかとか、今になって思うわけですけれども、そういったように、やはり

いろんな行政課題があると思いますので、企画のほうでそれをしっかり、ニーズ量もつかん

でいただいて、教育センターの中でb-lab（ビーラボ）と育成室が子ども施設というふうに

まとめられることに、発達に遅れを抱えていたりとかいう、そういう御家族の皆さんがちょ

っとどのように感じられるのかなということも心配として私はありますので、ぜひ、そうい

ったことにも配慮いただきながら、これから施設整備をお願いしたいというふうに思います。 

 以上になります。ありがとうございます。 

○松丸委員長 それでは、以上で、報告事項１「旧大塚地域活動センター跡地活用の方向性に

ついて」は、終了いたします。 

 続きまして、報告事項２「湯島総合センター改築等に係る整備の基本的な考え方（素案）

について」の質疑に入りたいと思います。 

 質問のある方はいらっしゃいますか。 

 では、関川委員。 

○関川委員 湯島総合センターの建て替えにつきましては、２回の個別、青少年委員とか高齢

者クラブの皆さん、それから全体会として３回の意見交換会が行われてきたということで御

報告がありましたけれども、併せて近隣町会の方々にも御意見を伺うというようなことが経

過としてやってきたのかなというふうに思いますけれども、区民の方の大切な施設ですので、

町会長に御説明が行っているということもあるんでしょうけれども、町会員の方にも広く伝

わるような形で、この内容について意見を聞くということが大事だというふうに思いますが、

その辺はどのようになっているのかということ。 

 それから、ここの意見記述でいろいろ出ていますが、集約としては４点にわたってまとめ

られているということですけれども、基本的に図書館や育成室等々は残すと、今までの施設

を残す方向でということで、検討されているかというふうに思いますが、浴場についても、

古い話ですけれども、寿会館がなくなったときに、ここが唯一浴場が残ったという、そうい

う経緯がありますのと、今後、首都直下地震、30年以内に７割の確率で起こるのではないか

というようなことも視野に入れますと、浴場について、今、高齢者の皆さん、65歳以上、60
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歳以上でしたか、利用していますけれども、例えばコミュニティ銭湯にして、運営を浴場組

合の方々にお願いするというようなことの検討等々もやっぱりしていくべきではないかとい

うふうに思うんですが、今、ＰｗＣアドバイザリー合同会社にサウンディング調査をお願い

していますけれども、その前の総合的な調査のところでは、浴場についての検討も、図面も

あって、検討されているような経緯がありますけれども、この浴場については、やっぱり残

してほしいという声も、結構、地域から要望として出されていますので、その辺については

いかがなのかということ。 

 それから、もう一点ですけれども、湯島小学校の育成室が不足しているということで、今

度、校庭にプレハブが建つ予定になっていまして、その中に、校舎のほうから育成室が移さ

れるという予定になっていますが、以前、私、文教委員会の中で言ったことがありますけれ

ども、アカデミー湯島ですね、画期的に校舎の中に入ったということで、先進的な取組だっ

たというふうに思いますけれども、アカデミー湯島を、今度できる総合センターの建て替え、

ちょっと数年かかりますけれども、総合センターの建て替えのところに持っていく。それか

ら、高齢者在宅サービスセンターも、これも画期的な施設ということで、高齢者と子どもた

ちが交流する場所というような観点で造られたというふうに思うんですが、その高齢者の在

宅サービスセンターをそちらのほうに移すというようなことも、少し考え方として取り入れ

ていったらどうかなというふうに思うんですが、アカデミー湯島を外に出すという話は、地

域の方からの意見として出されているかなというふうに思いますが、この辺については、今

後どのように検討されていくのでしょうか。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 ３点の御質問をいただいたかと思っております。まず１つ目のとこ

ろ、意見交換についての御質問になりますが、現時点におきましては、基本的考え方を整理

している段階となっております。まずは、代表者を中心に意見をもらっていきたいと思って

おります。ただ、これまでの意見交換会におきましても、様々な場面におきまして、個別の

施設の拡充、中身について御意見をいただくところが多いと感じております。 

 今後、その専有部分についてどうするかという検討になりますと、各施設所管分におきま

して、それぞれのニーズを把握した上で、そこの中身を検討していく形になります。その段

階で、施設利用者の声をどういう形で聞くかというところは、施設所管部と検討を進めてま

いりたいと思っております。 

 また、今回、基本的考え方を示しておりますが、さらにこちらを肉づけしていった段階に



令和５年１１月１４日 自治制度・地域振興調査特別委員会（速報版） 

 

－２４－ 

おきましては、広く地域の皆様へ説明することも必要だと考えておりますので、今後、その

部分を検討してまいりたいと思っております。 

 また、２つ目の浴場についての御質問になります。こちらにつきましても、今、地域との

意見交換会の中でも、福祉センターの中にあります浴場について、これまで活用してきたと

ころでございますので、引き続きそちらを残してほしいという御意見はいただいているとこ

ろでございます。今後、こちらにつきましても、今回、基本的考え方の中で示しております

が、既存施設の中身、機能の充実等につきまして、今後のニーズを踏まえた検討を行うとし

ておりますので、今後、その部分、どういう形で中身を残すかについて検討してまいりたい

と思っております。 

 また、３つ目の湯島小学校の中に入っておりますアカデミー湯島、高齢者在宅サービスセ

ンター等々についての御質問になりますが、こちら、湯島地域におきまして子どもたちが増

えているというところで、育成室がニーズとして増えてきている。また、教室増の対策につ

いても必要だというところも意見として出ているところでございます。そういったところを

勘案しまして、最終的にこちらの機能、どういったものを入れるかというところは、周辺エ

リアの需要も踏まえた上で、整理してまいりたいと思っております。 

○松丸委員長 関川委員。 

○関川委員 ぜひ、広範な方々に意見を聞いていただいて、区民の要望がきちっと入るような

施設にしていただきたいということをお願いしておきたいというふうに思います。 

 それで、今の段階で、ここの地域は、湯島幼稚園があと２年後に認定こども園で旧元町小

学校のほうに移ってから、解体が始まるんだというふうに思いますけれども、今の段階で、

容積率600％ということなんですが、大体何階建てぐらいを想定しているのかということと、

先ほども言いましたけれども、2025年に湯島幼稚園が旧元町小学校に移ってから解体という

ことで、工事がその後始まって、実際に区民の皆さんが使えるようになるのは、いつ頃を想

定しているのかということ。 

 それから、今、ＰｗＣアドバイザリー合同会社（ＰｗＣ）にサウンディング調査を依頼し

ていますけれども、そのサウンディング調査の内容と状況については、どこまで進んでいる

のかということ。 

 それから、10月の庁議資料のところでは、サウンディング市場調査の実施要綱が改めて出

されていまして、湯島総合センターの改築等に係る設計業務、建設業務、維持管理業務、収

益業務等の全て、または一部の実施主体となる意向を有する法人または法人グループの参加
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希望を募って、それをＰｗＣがまとめて検討するような形の募集という形で、庁議の資料の

ところに出されていましたけれども、これについては、どのような経過になるのかなという

ふうに思うんですね。 

 というのは、私が考えていたのは、ＰｗＣがサウンディング調査を行って、何か来年の３

月までにサウンディング調査をまとめて、それを基に、庁内のところで、庁内の希望も募っ

て、それで併せてどういう方向にするのかというふうに思っていたんですが、このＰｗＣの

ところにまた募集をして、そういうできる会社をまた募って、そしてそれをＰｗＣがまとめ

て、区に提出をして、それでどうするのかというような検討になっていくのかどうかという

の、何でここでＰｗＣがまた会社を募集して、計画を立ててという、こんな二重なことをや

るのかどうかというのがちょっと不思議に思ったものですから、その辺の経過をお聞かせく

ださい。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 幾つか御質問いただきました。まず、１つ目の何階建ての建物を想

定しているかというところになります。こちらは敷地面積が1,777平米になっておりまして、

商業地域の容積率600％というところで、単純に計算しますと、１万平米超の建物を建てる

ことが可能な敷地となっております。現行におきましては、５階建て、約3,300平米程度の

建物となっておりますので、想定としては、倍程度の建物が建つかなというところは想定し

ておりますが、現時点でどこまでの建物かというところは、まだ整理はしていないところで

ございます。 

 また、区民が使えるようになるのは、開設はいつかというところの御質問になりますが、

こちらにつきましても、現在、意見交換会をしているとともに、庁内において、どういった

ニーズがあるか、どういった機能が必要かというところを整理しておりますので、そちらを

整理した段階で、また全体スケジュールをお示しできればと思っております。現行におきま

しては、令和７年４月に湯島幼稚園が移転することが決まっておりますので、そちらから遅

れないような形で整備を検討できればなと思っているところでございます。 

 また、３つ目、サウンディング調査の状況についての御質問になりますが、現在、サウン

ディング調査の募集を終えたところになっておりまして、11の事業者から応募があったとこ

ろです。先週からサウンディング調査という形でそれぞれの事業者に意見交換を行っている

ところでございますので、こちらの内容を本年度末までに整理して、また公表等々をしてい

きたいと思っております。 
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 また、現時点の募集の対象者のところの御質問になりますが、サウンディング調査につき

ましては、ＰｗＣが行っておりまして、その募集事業者の対象ということで、設計業務、建

設業務、維持管理業務、運営業務、収益業務等、こういったところを対象にした事業者を募

集しているところです。こういった事業者を対象に、サウンディング調査の対象となる事業

者を募集いたしまして、それらから今、11事業者の応募がありまして、その事業者に対して、

これからサウンディング、意見交換を行っていくという形になっております。 

 なので、こちらの事業者の整備を前提としたわけではなくて、これから様々な部門の、分

野の事業者に意見交換を行っていくということを想定しております。そちらを踏まえまして、

最終的に文京区としてどういった整備手法が一番最適かというところを検討していきまして、

また今後、議会のほうにもお示しをさせていただければと思っております。 

○松丸委員長 関川委員。 

○関川委員 ちょっとよく分からないんですが、募集をかけて、11の会社から応募があったと

いうことで、実施要綱を見ますと、11の会社については、その会社が何か費用負担するとい

うようなことになっていたというふうに思うんですが、その11の会社からいろんな形で、設

計業務とか建設業務、維持管理業務等々の意見を募って、それをまたＰｗＣがまとめて、区

に出すということになるんですか。 

 こういう手法になると、またちょっと心配なのは、地元の中小企業の皆さんにお仕事が回

るような状況にならないんじゃないかなというふうに思うんですが、その辺のところはどう

なんでしょうか。ちょっとよく分からないんですが、1,000万円以上のお金を払って、Ｐｗ

Ｃにサウンディング調査をお願いしているわけですけれども、ではそこが責任を持たないで、

また11のところから意見をもらってということは、ちょっと何かどういう形になるのかなと

いうふうに思うんですが、ちょっとその辺、もう一回お願いします。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 今、民間事業者から意見を聞いているのは、ちょっと分かりやすい

例でいきますと、例えば地域の方から１階にカフェのようなものが欲しいと、飲食できるよ

うなスペースが欲しいといったときに、民間事業者であれば、そういったところ、どういう

解決方法があるかとか、そういったアイデアをもらうという段階になっております。ですの

で、今後の整備の中身を事業者が決めるという形ではなくて、事業者が、こういった地域か

ら出ている意見を解決するためにはどういうアイデアがあるかというところを今、ヒアリン

グをしているところでございます。 
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 また、こちらのサウンディングにつきましては、ＰｗＣのみで行っているわけではなくて、

ＰｗＣと区の職員が立会いの下、意見交換という形でそれぞれ行っております。 

 今後につきましては、それらの意見を集約いたしまして、どういう整備手法、例えばでい

きますと、こちらも確定したものではございませんが、いわゆる一般的に言われております

ＰＦＩ方式、ＤＢＯ方式、あるいは区が直営で実施する方式、そういった様々な整備手法が

ございますので、その中でどれが最適かというのを区として検討していければと思っている

ところでございます。 

○松丸委員長 関川委員。 

○関川委員 民間からアイデアをもらうことは、百歩譲って、いいとしても、区民の大切な施

設、しかも老朽化が進んでいるこの施設の建て替えに関しては、調査をお願いするのはいい

としても、区がそれを受けて、きちっと区民の要求を酌んで、そして建て替えの方向に持っ

ていくということでは、ＰＦＩ等々のことではなくて、やっぱり区が直接手を下してやるよ

うな形で、あと区内業者にもきちっと仕事が行くような方向でやるべきだというふうに思い

ますので、その辺はお願いをしておきたいというふうに思います。 

 最後に、すみません、若者と高齢者が集えるような施設というようなことと、それから防

災拠点というようなことで意見が出されておりましたけれども、基本的に防災の避難所とし

ての機能を持たせていくのかどうかというのは、どの辺まで検討されていますでしょうか。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 まず、若者と高齢者が集えるというところにつきましては、地域の

ほうから出ている意見といたしましては、現行の施設におきましても、高齢者から児童まで

多世代が利用している施設となっておりますが、なかなか現行施設におきましては、縦間、

横間連携というのがなかなか図られていないのではないかという御指摘をいただいておりま

して、新たな施設においては、そういった世代間交流をしっかりと生み出せるような形での

工夫を検討していただきたいというところをもらっております。今後、そちらについて、区

として検討してまいりたいと思っております。 

 もう一つ、防災性のところについても御意見をいただいておりますのは、これまで隣にあ

りました旧ＪＦＡハウスの跡地の部分につきまして、そこの１階、公開空地部分に、これま

で集える場所があったというところを意見としていただいております。これまではそういっ

た空地がありましたが、今後、隣の敷地について、マンションになるという計画がございま

すので、なかなかそういった空地の部分がなくなってしまう、そういった代替をこの湯島総
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合センターのところで実現できないかという御意見をいただいておりますので、そちらにつ

いて検討できればと思っているところでございます。現行におきまして、防災・避難所等々

に使用する考えはございませんが、そういった地域の意見を踏まえながら検討を進めてまい

りたいと思っております。 

○松丸委員長 いいですか。 

 では、市村委員。 

○市村委員 ありがとうございます。 

 湯島総合センター改築等に係る整備の基本的な考え方という報告を今回いただきました。

先ほどから、夢のある建物の考え方、整備の基本的な考え方ということで、幾つか考え方が

示されておりますけれども、まずは、今までの既存の施設は残してという意見で、存続する

方向性だと。その中で、やはり思うのは、この下に意見が出ていますが、老朽化が進んで、

バリアフリーの整備も不十分、求められる機能が十分に確保されていない、面積が狭いなど

の意見がさっきから出ておりますよね。 

 ですから、これから検討して、存続、充実ということが、先ほど課長からもおっしゃった

ので、我々、文教委員会、これから視察を、大阪の寝屋川市かな、図書館なんかも見に行き

ますけれども、今までの図書館のイメージと全然違う感じで、これからどんな視察になるか

分かりませんけれども、そういったものもぜひ参考にしていただいて、いろんな各施設に対

しても、より充実したものになってほしいなという思いがあります。 

 それと、あと一つ言いたいのが、いろいろな意見、今まで意見交換会があって、これ代表

者、町会長、自治会長、代表者あるって、先ほど委員から町会長とか自治会長だけじゃなく

て、もっと広く意見を聞いてくださいということがありましたけれども、私は町会に携わっ

ていますけれども、今、そんな独裁とか独善の町会長なんていませんので、やっぱり広く意

見を聞きますよ。もし、これだけの規模のものをやるとなったら、私だったら、町会独自で

集めたり、町会の回覧板、掲示板を通して、意見をお聞かせくださいというようなことを必

ずやらせてもらいます。そういった意味で、町会長は町会員の代表ですので、ぜひぜひ、そ

れはそれで大切なことだと私は思っております。決して、いろんな広い区民の意見を聞いて

いないということは当たっていないと思っていますので、一言言わせていただきたいと思い

ます。 

 それと、もう一点、先ほどから表紙のその他の欄でサウンディング型市場調査とか、整備

手法、今、課長から様々言われたんですが、サウンディング調査って、要するに民間のアイ
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デアを利用して、よりいいものをつくろうということであるので、何かいろんなことをおっ

しゃっていましたけれども、これから、11事業者出ておりますので、しっかりとアイデアを、

いいものを取り入れていただいて、それと先ほど課長も言ったＰＦＩ、そしてデザインビル

ド方式というようなことでもやるということで、これらの意味は、コストの削減とか質の高

い公共サービス、そういった意味がありますので、ぜひ、これからもしっかりとそのような

方向性で取り組んでいただきたいと思いますが、もし課長、御意見がありましたら、一言お

願いします。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 まず、委員から御指摘がありましたとおり、図書館につきましては、

今、全国におきまして様々な活用の方法が示されておりますので、我々も今後の検討の中で、

ほかの図書館の状況を見ながら、参考にしながら、検討してまいりたいと思っております。 

 現行の湯島総合センターにおきましては、やはり閲覧スペースだとか学習スペースが、な

かなかそういった場所が確保できていないのではないかという御指摘をいただいております。

そういった空間をどういう形でここで実現するかというところを、今後の検討の中で進めて

いければなと思っております。 

 また、代表者等々からの意見につきましても、我々のほうも地域のほうから、代表者と今、

町会等々と意見交換を行っておりますが、個別に意見交換を行いたいと言われたときにおき

ましては、それを全く妨げるつもりはございませんので、どういった場面におきましても、

我々、積極的に意見をしていきたいと思っておりますので、その姿勢で今後も臨んでまいり

たいと思っております。 

 また、方式の部分につきましては、現行、ＤＢＯ方式とかＰＦＩ方式というところをまだ

確約したというわけではなくて、今後、それらの手法も含めながら検討してまいれればと思

っております。全国の自治体で見ますと、ＰＦＩ方式だとかＤＢＯ方式があるところでござ

いますが、それが文京区になじむかどうかというところとか、この施設におきましても、

様々な指定管理者施設が入っている、事業者が入っているという施設になりますので、そう

いったところで、この施設になじむどうかというところも一つの視点だと思っておりますの

で、そういった視点を踏まえながら、最終的な、こちらでベストな整備手法というのを検討

してまいれればと思っております。 

○松丸委員長 市村委員。 

○市村委員 ありがとうございます。 
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 最後の質問になりますけれども、現在、５階建て、3,300平米ということで、今度、建て

替えになれば、先ほど説明があったとおり、１万平米ぐらいの規模になるという説明がござ

いました。そうなると、10階、11階ということで、本当に夢が広がりますよね。どうなるん

だろうということで、大変期待したいんですが、様々な意見が先ほどから取り入れられてい

ますが、この中で既存の施設を存続して、あと思うのは、先ほど来、大塚の跡地も話が出ま

したけれども、障害、介護、福祉施設などのそういった施設に関しては、どのような感じで

想定していらっしゃるのか。その辺、最後に聞いて、終わりにします。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 こちらも現時点におきましては、全庁におきまして、どういったニ

ーズがあるかというところを調査し、把握しているところでございます。委員から御指摘が

ありましたとおり、介護施設だとか障害施設、あるいは育成室、そういったところにつきま

しては、現状からやはりニーズがあるというところで意見として出ているところでございま

す。ただ一方で、こちら１万平米の建物が建つところでございますが、専有部分といたしま

すと、またそこからさらに減ってしまうというところがございますので、この中の施設で拡

充する部分と新たに入れる機能の部分というところで、一定程度取捨選択をしながら整理し

ていかなければいけないかなと思っておりますので、そこの部分、企画課と全庁的な組織体

制の中で検討を進めていければと思っております。 

○松丸委員長 では、高山委員。 

○高山（泰）委員 さっきの大塚もこれもそうなんですけれども、また建物何とか協議会をや

ってやるんですか、意見を決めるって。もう意見が出て、いろんな意見があるなと気づいた

んですけれども、また何とか協議会、何とか委員会でやっていますということにするのか、

区役所が決めるのか、どういう方式でやろうと思っているのか、教えてください。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 湯島総合センターにおきましては、今、団体別の意見交換会という

形で、地域と既に行っております。そちらをこのまま引き続き活用していくとともに、庁内

におきましては、検討委員会ということで、今回御報告しました資料の中にも、全庁の課長

級を含めた庁内の検討組織がございますので、その中で、区としてどういった機能が必要か

というところを整理してまいりたいと思っております。ですので、改めて別に協議会を立て

るということは、今のところは想定しておりません。 

○松丸委員長 高山委員。 
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○高山（泰）委員 ありがとうございます。ちょっと安心しましたけれども、やっぱり意思決

定の仕組みをシンプルにしたほうがいいと思いますよ。いろんな人の要望は、あっちの意見、

こっちの意見を聞く、とても大事なことです。子どもの意見を聞く、これも大事なことです。

だけど、子どもの意見を聞いて、将来の夢は何ですかといったら、みんなサッカー選手にな

りたいとかってことなわけですよ。それはサッカー選手になりたいという夢を尊重するけれ

ども、もっと大所高所から、長期的な視点で見るということも必要だし、その例えばの例で

すけれども、サッカー選手になりたいとかという夢にあまり引きずられ過ぎても、何十年も

使うものですから、もうちょっと現実的に決めてほしいなということです。 

 とにかくいろんな人の意見を聞くのはいいけれども、声のでかいの人とかに引っ張られて、

誠之小学校の木みたいに、何かアンタッチャブルみたいなものができてきて、何かそれが既

成事実化して、ここはもう触れないので、計画を動かせないんですみたいなことになって、

話がスタックしちゃうということが結構あるので、そういうことはしないように、意見を聞

いたから実現するわけじゃないんですよというのは、ちゃんと言っておいたほうがいいと思

います。それは大事な手続だなと感じていますので、気をつけてやってください。 

 以上です。 

○松丸委員長 では、品田委員。 

○品田委員 先ほど関川委員のほうからお話があった、最初に、湯島小学校に今、併設されて

いる福祉施設、特にアカデミーの湯島も含めてですね。湯島小学校ができた当時は、こうい

った施設が本当にニーズとして高くて、併設という形で、湯島小学校の子どもたちもそんな

にこれから人数が見込めないというようなところもあったので、併設をしたという経緯は十

分承知をしていますが、今、むしろ教室不足で、校庭の確保もままならないというような形

でいますので、今後の子どもたちの、校庭も広く取ってあげたいという思いもありますし、

学校施設ですから、移転できるのであれば移転をさせて、特にアカデミー湯島については、

移転をしてもいいのではないかなというふうに思っていますので、検討の材料に必ず入れて

いただきたいというふうに思っています。 

 先ほどからサウンディング調査の話も出ているんですが、前回、私がこの委員会で申し上

げたように、サウンディング調査をして、結果を得られても、ほとんどの自治体はこれを採

用していないんです。１割程度しか採用していないので、民間にお任せも、もちろん悪いこ

とではないんですが、この湯島総合センターは、福祉センター、図書館、児童館、育成室、

そしてこれから認定こども園も入るという、区の根幹の施設が入るということですよね。で
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すから、民間の収益業務のカフェという、カフェぐらいでしたら、カフェは地元から募れば

いいことですし、また図書館の形態については、茗荷谷にある図書館流通センター（ＴＲ

Ｃ）、文京区と仲がいいわけですから、そういうところのお知恵をいただきながら、文教委

員会でこれから行かれるという、過去の文教委員会でも、長崎のＴＲＣさんがやっているよ

うな図書館も見せていただきながら、いろんな手法、今どきの図書館というんですか、こう

いった機能を持った図書館が好まれているんだというようなところも、ちゃんと私たち、勉

強してきていますので、またＴＲＣさんに御相談をするとかしながら、いいものをつくって

いけばいいので、何がなんでもコンサルタントさんにお願いして、聞いているとどうも丸投

げのような気がして、私は、区の施設が入って、地域の声を聞いてつくるのであれば、やっ

ぱり主導的に区が、企画がつくっていくというほうが納得感があるだろうし、民間の活用と

いうのは、参考程度なら分かるんですけれども、それをすぐに採用するというのは、ちょっ

と区民としてもまた納得が得られないんじゃないかなというふうな気がいたしますので、こ

れは湯島の地域のセンターだということで、これまでたくさんの機能があって、皆さんに愛

された施設ですから、今後もう何十年もここを使って、湯島の地域の皆さんが暮らしやすく

していくわけですから、納得性がないとちょっといけないと思うので、ある程度コンサルタ

ントの意見は聞くけれども、区が主体的に、地域の皆さんの声を聞きながら、造る建物だと

いうふうに持っていっていただきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 まず、湯島小学校にある機能についての御質問になりますが、そこ

の部分につきましては、先ほど関川委員に答弁させていただいたところですが、地域の中で

やはり子どもが増えているというところのニーズがありますとともに、アカデミー湯島にお

きましても、現行の中でなかなか機能として不足している部分もあるというようなところも

所管部から意見が出ておりますので、そういったところをどういう形で実現するかというと

ころは、今後、検討組織の中で議論してまいりたいと思っております。 

 また、２つ目にいただきましたサウンディング調査についてのところになりますが、委員

からお話がありましたとおり、区としては、まず参考というところの視点が一つあるかなと

思っております。必ずしも、コンサルタント会社から出てきたアイデア、あるいはサウンデ

ィング調査から得られた結果を全て採用するというわけではなくて、それらの中からアイデ

アを取り入れられればと思っているところでございます。 

 現行におきましても、こちらの土地、かなりポテンシャルのある土地ということで、民間
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事業者からも関心が高くて、やはり立地といたしまして、東京大学とか東京医科歯科大学、

順天堂大学、そういった大学が近いことだとか、規模もかなり高く建っていることで、事業

者が高い関心を持っているというところもございます。 

 また、あと事業者として、最近のトレンドとして、どういうような整備手法があるか、管

理手法があるかというところの意見も聞くことができておりますので、そういったところを

踏まえまして、区として、それらを参考にしながら、どういう手法が最適かというところを

検討してまいれればと思っております。 

○松丸委員長 品田委員。 

○品田委員 基本的にはそれでいいんですけれども、サウンディング調査にしても、ＰＦＩに

しても、もう20年ぐらい前の手法ですので、今に合った、区が主導的にやるということで、

ぜひ進めていただきますよう、お願いいたします。 

○松丸委員長 では、沢田委員。 

○沢田委員 １点だけなんですが、公共施設の再生で、脱炭素政策を見える化するという視点

も必要なんじゃないかという御質問なんですが、今後のセンターの概要を見ると、施工は

1980年、40年前ですよね。敷地面積は1,800平米弱、建築面積は約700平米、施設構造はＳＲ

Ｃ造で、地下１階・地上５階建てということで、延べ床面積だと3,500平米を超えていると

いうお話だったと思うんですが、そこそこの広さがあると思うんですけれども、今回はもう

改修ではなく、建て替え前提で議論されているような気がするんですが、この辺りはいかが

お考えでしょうか。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 今回、報告をさせていただいたところでございますが、かなり施設

として老朽化が進んでいる、バリアフリーの対応ができていないというところが大きな課題

だと捉えております。例えば福祉センターのところを捉えましても、今、入り口の部分に段

差があると、そういったところがございますので、なかなか大規模改修というよりは、建て

替えにより全て解決をしていくことが最善策ではないかと判断したところでございます。 

 また、現行の建物は、５階建ての建物となっているところでございますが、それぞれ今、

導入されている機能についても、かなり狭いというような地域からの御意見もいただいてい

るところでございます。そういったところをかなえていくためには、既存の建物の大規模改

修というよりは、建て替えということで、新たに面積を増やすということも検討の中に入れ

たいというところで、今回、建て替えと示させていただいております。 
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○松丸委員長 沢田委員。 

○沢田委員 要約すると、施設の老朽化とバリアフリー、そして地域のニーズということだっ

たんですよね。今、地域のニーズは、ちょうど受けているところなので、まだその建て替え

もありきではないというお話だと認識を……。 

（「建て替え……」と言う人あり） 

○沢田委員 そうですか。まあまあ分かりました。ただ、施設の老朽化とバリアフリーだけだ

ったら、地域の意見は当然、今からまとめられると思うんですけれども、だけだったら、本

来は、前回の委員会で公有地の活用検討状況について提案したんですけれども、ゼロエミッ

ションを試してみるというのはありだと思うんですよね。 

 築40年なので、既存の建物の活用は難しいという判断は、実際ちょっと違って、ＣＯ２排

出量とか産業廃棄物を削減する新しい建築手法ってどんどん開発が進んでいるわけじゃない

ですか。実際、その事業費を６割に抑え、工期も短縮できる再生建築というような事例も増

えていますし、今回、この後、議論する公共施設等総合管理計画の中でも、脱炭素化の推進

方法が追加されているわけで、ここには、施設整備を行う上で、適切な機会等を捉え、脱炭

素化に向けたＺＥＢ化、省エネ化の推進を図ると明示されているわけじゃないですか。今回

は、この適切な機会ではなかったという御判断だと考えていいんでしょうか。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 繰り返しになってしまいますが、現行の建物規模ですと、3,000平

米程度の建物になっておりまして、これら地域からの御意見だとか、区で抱える行政ニーズ、

そういったものをかなえるのは、現行の建物ではなかなか難しいのではないかという判断の

下、建て替えによる整備によりまして、床面積を拡張できればと考えているところでござい

ます。 

 委員から今、御指摘がありましたとおり、公共施設等総合管理計画におきましても、脱炭

素化の推進方針の中で、今後、新たな整備におきまして、ＺＥＢ化等々も検討していくとい

うことも記載しておりますので、新たな施設の中で、そういったＺＥＢ化、ゼロエネルギー

ビルディング、そういったところも視野に入れながら、検討・整備を進めてまいれればと思

っております。 

○松丸委員長 もうまとめてよ。 

 沢田委員。 

○沢田委員 まとめます。 
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 今回はもう建て替えありきの、今、調査もされているという認識だというふうに分かりま

したので、ありがとうございます。今後は、当然そういうふうに検討していただきたいです

し、来年３月には、新たな公共施設等総合管理計画も策定されるわけですから、そういうと

きはちゃんと適切な検討をいただきたいということ。 

 あと、今、申し上げた再生建築を活用すれば、既存構造躯体の約80％は再利用できるし、

建て替えの約70％のコストで大胆なデザイン変更や用途変更もできるということですので、

御検討いただきたいと思います。 

 最後ですけれども、今回はそれだけのコストと環境負荷もかけて、せっかく建て替えるわ

けですから、しっかり地域に必要な機能を集約されて、より効率的に活用できるようにして

いただきたいと。 

 申し上げたと思いますけれども、湯島小学校併設のアカデミー湯島、高齢者住宅、在宅サ

ービスセンターなども、ちゃんとヒアリングをした上で、今回の設備の中に組み込めるので

あれば、ぜひいただいて、湯島小学校の教室確保なども進めていただければと思います。 

 あと１点だけ、いろんな団体の方にヒアリングをされてほしいということを関川委員から

御要望があったと思うんですけれども、特に既存施設の利用団体代表者だけじゃなくて、今

後の整備に関わる可能性のある団体、例えば障害者（児）の団体など、幅広い団体からヒア

リングをいただきたいと思います。 

 以上です。 

○松丸委員長 では、以上で、報告事項２「湯島総合センター改築等に係る整備の基本的な考

え方（素案）について」は、終了いたします。 

 では、最後に、報告事項３「文京区公共施設等総合管理計画（素案）について」の質疑に

入りたいと思います。 

 ここでは、五木田保全技術課長、それから大畑整備技術課長にも御出席をいただいており

ます。 

 なお、個別の施設の部分での質問とかそういうのは、ここの部分では避けていただいて、

全体的なこの公共施設の計画についてのあれで意見を述べていただきたいと思いますので、

その点、まずよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、質問のある方。 

 では、田中委員。 

○田中（としかね）委員 これね、とても分厚い、公共施設等総合管理計画の素案を見せてい
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ただいて、ふと私、思い出したことがあるんですよ。大学の指導教官が定年を迎えるに当た

って、本学での最後の講義を行うという、何々教授の最終講義というセレモニーがあるんで

すけれども、それを思い出したんですね。 

 何が言いたいかというと、これまでの自らの学問的な業績を整理して、その目的とか、位

置付けとか、対象範囲とか、基本的なその考え方とか、今までの個別的な研究対象の類型化

など、しっかりやって、最後、意見を言うという、何かこのつくりがそっくりなんですよ。

最後に、指導教官、教授が何をやって終わるかというと、やり残したことというのは、ない

わけじゃないんですけれども、充実した歩みでしたということを、そういうトーンでずっと

気持ちよく話をするわけなんですけれども、最後に、あえてやり残したことをほんの少し触

れるという、その基礎スタイルというのがあるんですね。要は、もう分かっていることをつ

らつらと並べ立てて、最後に、今後に向けて課題のあるということを知っていますよという

のを付け加えて、締めくくるというパターンなんです。 

 この区の素案ですけれども、一番最後の第７章、本来だったらこいつを全面展開してほし

いんですね。区として、この第７章、指導教官の最終講義じゃないですけれども、基本的に

は、もう最後、気持ちよくやって、これが残っているけれども、分かっているんだけれども、

後はよろしくねというスタイルなんですね。それを踏襲するというか、区として、この第７

章というのは、先送りできることだという認識なのかというのをちょっと聞いてみたいんで

すよ。 

 この最後に出てきたのが、ＰＤＣＡサイクルですよ。端的にそれが表れているような気が

してね。ＰＤＣＡサイクルって、いわゆる業務改善のモデルじゃないですか。取りあえず流

れに沿って１周回ってみて、はめてみて、基本的に新しいアイデアというのは、生まれない

ものなんですね。このＰＤＣＡサイクルでやりますとかというので、落ちをつけるというの

で、本当にいいのかということを、ちょっと挑発的に言っているだけですので、別に怒って

いるわけじゃないですのでね、怒り返すぐらいの勢いでやってほしいなと思うわけで、ちょ

っと聞いてみたいなと思って、すみません、よろしく。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 委員から今、御指摘がありましたとおり、区としても、この第７章

を今後しっかりやっていくところが一番重要なポイントだと思っております。今回、計画の

中で、予防保全という考え方をしっかりと明確化させていただきまして、今後何年ごとに大

規模改修を行う、何年ごとに中規模改修を行う、建て替えを行うということを、しっかりと
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年次を示させていただいたところでございます。そちらについて、今後、その年次に基づい

た整備ができるかどうかというところを、次の段階で検討をしっかり進めていかなければい

けないと思っております。 

 ただ一方で、今後、全ての施設がこの計画どおりにできるというところは、区としてもな

かなか難しいと思っております。というのは、今まで年次、いつまでにやるというところを

示していなかったところを、今回、初めて示したところになっております。そうすると、今

後10年間の中で、一気に施設整備をしなければいけないというところがかなり多く出てきて

いるところでございます。これらの施設について、どういった順番で優先的に整備をしてい

くかというところを、区として、しっかりマネジメント、検討していかなければいけないと

思っているところでございますので、そういった検討体制も今後しっかり構築をいたしまし

て、このマネジメントをしっかり管理していきながら、やっていければと思っているところ

でございます。 

○松丸委員長 田中委員。 

○田中（としかね）委員 今、マネジメントという言葉が出ましたけれども、要は、情報を一

元管理して、それに基づいてプランを立てていくという、そのマネジメントですけれども、

まず情報の一元管理について、最後のところね、第７章の頭のところにありますけれども、

これまでは各施設、所管課で分散管理している施設情報とか利用状況があるわけで、それを

取りあえずは、一義的にはそういうふうなものはあるんだけれども、施設管理課が一括して

まとめようという話になるんですけれども、それは何を使ってまとめるかということをちょ

っと確認したいんですよね。まさか紙情報を集めて、みんな知っていますとかという話には

ならないと思いますので、そのシステムというのを導入するんですか。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 現行の管理というところでいきますと、委員から御指摘がありまし

たとおり、施設管理部門のところにおきまして、各施設の改修状況、履歴情報を管理してい

るというところになってございます。ただ、それが全庁的に共有されているかというと、現

行はそういう状況にはなっておりません。 

 今後につきましては、そういった一元的管理ということで、ここに記載しておりますが、

全庁的にどういった建物が改修されたかという履歴情報についても、共有できるような体制

が必要だと思っております。 

 そういった中で、委員会から今、御指摘がありましたとおり、他の自治体におきましては、
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公共施設総合管理システムというようなシステムを導入しているところもかなりございます

ので、そういった他自治体の状況を踏まえながら、文京区としてもどういった一元管理の形

ができるか、仕組みづくりを考えていければと思っております。 

○松丸委員長 田中委員。 

○田中（としかね）委員 システム的には、まだ文京区には導入されていないというんですけ

れども、なるほどそうなのか。今、例に出ましたけれども、先進的なというので、持ち上げ

るわけじゃないけれども、墨田区は、平成19年からもう既に墨田区公共施設設計計画的保全

情報システムというのを運用を始めていて、それに基づいてマネジメントを行っていると。

墨田区の一番最新の、今までは公共施設マネジメントという言い方をしていたんですよ、墨

田区は。それが去年、令和３年かな、最近何に変えたかというと、ファシリティマネジメン

トという言い方に変えたんですね。 

 これは、私も、ファシリティ、何か格好つけているんじゃないかと思ったんですけれども、

よくよく確認してみると、マネジメントのやり方って、要はアセットマネジメントというの

は、もう既に文京区も、橋梁とかを含めて資産だと考えて、それを管理・運営するという発

想に立っているというのは理解するんですけれども、ファシリティというのは、その先で、

いわゆる投資だと考えるわけね。施設そのものを将来的に運用していくに当たって、投資家

の視点ね、何を先に手をつけておいたほうがリターンがあるかとかということまで含めて考

えるという、今の新しい視点ですので、そこまで踏み込んでやっていくのがこの先の流れだ

と思いますので、文京区のスタイルというのは、そういった意味で、周りをよく見て、うま

くいっているところがあったなというところがあったら、そこを取り入れ、導入して進めて

いってくれればいいと思いますので、その視点もぜひ取り入れてやっていただければと思い

ます。 

 あと、この真ん中辺りに、これは以前、私、この公共施設等総合管理計画ができるときに

ちょっと指摘した話なんですけれども、固定資産台帳の活用という視点はどうするのという

話をしたことがあるんですけれども、それについて、この大きなやつの26ページの第４章の

ところ、基本的な方針というのがあるんだけれども、そこにぜひ入れ込んでほしいなと思う

わけですよ。文京区がもう既に持っているシステム、それこそシステムとして固定資産台帳

というのがあるわけで、新たにそれを施設管理で作り直すんじゃなくて、あるものを利用し

て、減価償却の考え方を踏まえて、総合的かつ計画的な管理というんだったら、これ最も運

用しやすいものだと思うのでね。それとどうやって連携するかが難しいんだけれども、その
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連携というのを考えていくのがこれから必要だと思うんですけれども、その点、いかがでし

ょう。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 今、委員から御指摘がありましたとおり、固定資産台帳と施設管理

部で今、保有しています工事履歴情報、そういったものを全庁的に統合していくというとこ

ろが本来求められているところかなと思っております。そういったところは、先ほど御答弁

させていただいた公共施設総合管理システムの中では、そういった情報の連携というところ

も機能として入っているというところも見てございますので、委員から御指摘のある部分に

ついて、今後、区として検討してまいれればと思っております。 

 計画の中に織り込む部分等々につきましては、今後、所管部と調整させていただきまして、

そのできる、できないも含めて、整理してまいれればと思っております。 

○松丸委員長 田中委員。 

○田中（としかね）委員 まとめますけれども、せっかく最後、第７章、もうちょっと分厚く

してほしいというのはあれですけれども、情報管理共有の在り方というのが、最後、締めの

ところで、ＰＤＣＡで回すと書いて終わりなんですけれども、これ誰と情報管理を共有する

かということの視点が、このままだと庁内で回していますという話で終わっちゃっているの

よ。庁内で情報管理をしっかり共有していますよという、システムを入れるのもそうだし、

もし可能だったら、このＰＤＣＡサイクルの中に、例えば区民や議会との情報共有というの

はどこで入るのかというのも入れ込んだほうが、しっかりとやっていますよというふうに、

これまでの施設管理の改善等々というのを、いろんな意見がそれこそ議会でやれば出るわけ

で、それというのもこの中に織り込んでいますというのを、例えばこの図だと、どこにそれ

が入るのかというのがやっぱり見えにくかったりするので、見える化というのは、言葉は私

はあまり好きじゃないんだけれども、見える化というのだったら、ここで見える化していま

すとかというのをここで示してほしいなと思うんですけれども、その辺、どうでしょう。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 こちら、ＰＤＣＡの中で、各施設の点検・診断というところ、記載

がございます。今後につきまして、今回、第６章の中で、施設情報というところで、中小規

模改修をいつやったかの時期だとか、あるいは施設改修の実績等について記載がございます。

そういったところを、毎年情報更新をしていこうと思っておりますので、その情報更新の中

の振り返りにおきまして、点検をしながら、そちらの内容を区民に対しても公表等をしてい
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ければと思っております。 

○松丸委員長 田中委員。 

○田中（としかね）委員 最後、まとめます。 

 我々の意見、議会等の意見も含めて、それに対するレスポンスをちゃんと示すということ

なんですけれども、せっかくこのプランで、この先、考えてみれば、私なんかが後期高齢者

になる時代を考えるときを考えたら、文京区は一番人口が多いタイミングはそこなんだと考

えると、ある意味ぞっとするんだけれども、わくわくもするわけなんですよ。もうその先、

何があるんだろうかというのが、全然予想もつかないわけですね。その司令塔の役割を誰か

が担わなきゃいけないわけで、政策なのか、全庁を挙げてという言葉で、分散するというん

じゃなくて、やっぱり司令塔が必要なわけだから、ここまで来るとね。それが本当に将来的

に20何年後、25年後とか考えたら、ＡＩがやっているのかなという気もしないでもないわけ

なんですよね、本当に。ぱぱっと答えが出て、これから順番にやりますとかというのが出そ

うな雰囲気はあるんですけれども、それにしても、この先、司令塔として、しっかりと歩み

を進めていくという、この覚悟はやっぱり持ってほしいなと思います。 

 ＰＤＣＡサイクルを回すという話もありましたけれども、文京区内って、文京区が持って

いる知的資産みたいなものもたくさんあるわけで、そうした知見も取り入れながら、いろい

ろと大学と連携するのも、せっかくだからここにも知見を取り入れてほしいし、民間のいろ

んなマネジメントをやっている会社、大きな会社はたくさんあるわけで、そうしたところの

知見も取り入れながら進めていってほしいなと思います。期待しておりますので、よろしく

お願いします。 

○松丸委員長 では、石沢委員。 

○石沢委員 私からは、公共施設等総合管理計画の30ページ、31ページの部分について、幾つ

かお伺いしたいと思います。 

 まず、今回、平均単価ですかね、施設更新に関わって単価を試算されているというふうに

思うんです。設定単価ということで、平米当たり81.8万円、こういった数字を出していらっ

しゃいます。それで、この数字について、先ほど説明の中で、直近という言葉を使っていら

っしゃいましたよね。直近という言葉があったんですけれども、この直近というのは、具体

的にいつからいつまでの期間なのかというのをちょっとお伺いしたいんです。 

 それから、この数字ですね、この根拠となる、更新した公共施設、これが具体的にどこな

のかということをお伺いしたいというふうに思います。まず、この点について。 
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○松丸委員長 大畑整備技術課長。 

○大畑整備技術課長 実績の単価ということですけれども、更新ということですので、ここ数

年で契約を行った改築及び新築の工事を対象としております。具体的には、平成28年度以降

に契約を行っている大規模なそういった新築・改築案件が６件ございますので、そちらを対

象としております。 

○松丸委員長 石沢委員。 

○石沢委員 ６件ということですが、施設名ですね、どこなのかということをちょっと伺いた

いんですけれども。 

○松丸委員長 大畑整備技術課長。 

○大畑整備技術課長 青柳保育園の改築工事、それから六義公園の運動場管理事務所等の改築

工事、それから児童相談所の新築工事、そして誠之小学校、柳町小学校、明化小学校の改築

工事となっております。 

○松丸委員長 石沢委員。 

○石沢委員 そうしますと、６件中３件が学校ということで、あとそれ以外にも幾つか公園と

かあるということなんですけれども、かなり学校の占める割合が高いかなというふうにも思

うんですね。だから、メインは学校なのかなというふうにも思うんですけれども、こういっ

た学校の施設の更新というだけで、今回この81万8,000円という平米単価、素案の中で出し

ているわけなんですけれども、こういう出し方が果たして適切なのか、私はよく分からない

んですよね。 

 それで、この平米単価数についても、いろんなインターネットで国税庁とか三井不動産リ

アルティの数字とか、工事の平米単価数をちょっと調べてみてみましたら、2022年の三井不

動産リアルティでしたけれども、鉄筋・鉄骨コンクリートの平米単価数というのは、43万

4,400円なんですね。あと、国税庁もちょっと調べてみましたら、東京都のところを見てみ

ますと、32万7,000円という数字が出てきております。 

 それで、費用から見ても、文京区の試算というのはかなり高いようにも見受けられるんで

すけれども、こういった点についてはどういうふうに評価したらいいのか。私は、少し高い

のではないかなというふうにも思うんですけれども、その点について、いかがでしょうか。 

○松丸委員長 大畑整備技術課長。 

○大畑整備技術課長 今、委員がおっしゃったような単価についても、もちろん把握をしてお

りますが、それは単純な建物を建てる単価だという認識でございます。今回、更新というこ
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とですので、既存の建物を基本的には建て替えるということがメインになってまいりますの

で、単純な工事費だけではなくて、一連の工事に伴う解体費ですとか、そういったものも含

まれております。 

 また、文京区の工事の特徴として、狭い敷地の中で既存の建物を使いながら、居ながらの

工事が多いといったことですとか、あとは道路付けがあまりよくないような、そういった施

工性の悪い敷地が割とあったり、敷地の高低差があったりといったことも含め、工事が長期

化する傾向がございますので、工事費がどうしても高くなるということを、そういった要因

を捉えております。 

 また、近年、工事費のほうは高騰が続いておりますので、そういった中で、あくまで試算

をする上での設定の数値としては、今、考えている数値で問題がないと考えております。 

○松丸委員長 石沢委員。 

○石沢委員 前の公共施設等総合管理計画を見ますと、試算条件ということで、区民文化系施

設から社会教育系施設、スポーツ・レクリエーション系施設と、10類型くらい分けていて、

ここで細かく平米単価数というのも出されているんですよね。ただ、今、お聞きしたところ

でいうと、４類型くらいですかね、施設数でいうと、学校と、あと公園と、あと福祉系と、

それからもう一つというような形で、かなり類型としては限られている数字に私は感じるん

ですよね。 

 ですから、こういうものを、これからの公共施設等総合管理計画の更新の単価として設定

をするということは、少し疑問が私は生じてしまうんですね。ですから、その点については、

もう少し正確に──今回、実績を踏まえたということで、これまでの直近のということで言

われておりますけれども、その点はやっぱり非常に疑問が生じるなというのが率直なところ

なんです。 

 それから、物価高騰ということでお話がありましたけれども、この三井不動産とか国税庁

のやつも見ると、確かに値段は上がっているんですよね。ただ、大体20％くらいの上昇率で

して、５年前の公共施設等総合管理計画では、たしか平米単価は40万円ということで、これ

は試算の仕方が多分違うと思うんですけれども、倍になっているんですよね。ですから、こ

の辺は、私の中ではちょっと疑問が残るので、やっぱりこの辺は、ぜひ、指摘をしておきた

いなというふうにも思います。 

 それから、もう一点なんですけれども、今回、公共施設等総合管理計画の中に、シビック

センターの改修費用というのは含まれているのかということもちょっとお伺いしたいんです



令和５年１１月１４日 自治制度・地域振興調査特別委員会（速報版） 

 

－４３－ 

けれども、その点についてはいかがでしょうか。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 まず、試算についての御質問になりますが、委員から御指摘があり

ましたとおり、前回の計画については、施設類型ごとで単価を出してございます。今回、文

京区としまして、単価をどうするかという検討をしたときに、他自治体の状況もいろいろ確

認をしたところです。ほかの自治体におきましては、現行のこの国が示している単価をその

まま採用している事例もあったりだとか、あるいは現行のものに物価上昇率を乗じて算出し

ているような事例もございました。ただ、そういったところで算出した単価と、現行の文京

区の単価を比べますと、かなり乖離があったという状況でございます。その乖離のある単価

をそのまま採用して試算するよりは、現行の実績単価を採用したほうがより実態に近い算出

になるだろうというところで、一番実態との乖離が少ない算出方法ということで、こちらの

算出方法を採用したということとなっております。 

 また、２つ目の御質問について、シビックセンターの改修経費の部分につきましては、当

然、今回の計画の中で、長寿命化施設と定義付けておりますので、その改修・更新等の経費

について見込んでいるところでございます。 

○松丸委員長 石沢委員。 

○石沢委員 実態に合せたということでしたが、文京区の公共施設って、本当に様々あると思

うんですよね。ですから、さっき確認したところ、類型の中で、６施設の中で、学校がかな

り多くの部分を占めているということだったので、一定偏りがあるように見えるような感じ

なんですけれども、試算のところで、公共施設等総合管理計画の、これ財政のところにも関

わる問題だと思うので、こういう試算を出すことについては、やっぱりちょっと疑問、そし

て──を指摘させていただきたいなというふうに思います。 

 それから、先ほど、公共施設等総合管理計画の中に、シビックの試算というのは含まれて

いるというふうにおっしゃっておりましたよね。そしたら、大体幾らくらいが、このシビッ

クセンターの改修のところでかかるのかというのは、金額的な見通しというのは出ているの

でしょうか。ちょっとそこについて、シビックセンターは、これから５年間で100億円とい

うことでかけて改修工事をするという話がありますけれども、これからさらに将来改修もか

かってくることになるわけですよね。そういった将来改修の費用について、公共施設等総合

管理計画の中には含まれているのか。それで、金額的にはどのくらいを見ているのかという

のをちょっとお示しいただきたいと思うんですけれども、いかがでしょう。 
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○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 個別の施設ごとの試算という形では行ってはおりませんが、こちら

計画のところに示しております更新単価81.8万円、大規模改修単価49.1万円、中規模改修単

価24.5万円とございますので、それぞれの年次のときに、こちらのシビックセンターの全体

面積にこちらを乗じて、その経費を算定して、見込みの中に織り込んでいると、そういう考

え方になります。 

○松丸委員長 石沢委員。 

○石沢委員 すみません、そうなると幾らになるのでしょうか。 

○松丸委員長 石沢委員、ちょっと個別の質問は、さっき冒頭にも言ったようにね……。 

○石沢委員 ちょっとそこは確認できれば、見させていただきたいなということと、あともう

一点伺いたいのは、公共施設等総合管理計画に、少しテーマは変わるんですけれども、地元

の建設企業にぜひ営繕工事の発注の視点も織り込んではどうかなということも提案させてい

ただきたいなというふうに思うんです。公共施設、地元の企業さんが工事されているという

場合も結構多いと思うんですよね。そういうところで、今回、見たところ、あまりそういう

視点がこの中にはなかったので、やっぱり公共施設の管理をしていくという点では、そこも

非常に外せない視点かなというふうに思うんですけれども、その点についてはいかがでしょ

うか。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 工事の発注についての考え方を方針の中に入れてはどうかという御

提案だったと思いますが、こちら公共施設等総合管理計画につきましては、あくまでもマネ

ジメントに対する計画方針を定めたというところでございますので、今時点におきましては、

その発注についてのことを方針として定める考えはございません。 

○松丸委員長 石沢委員。 

○石沢委員 マネジメントでも、発注というのもかなり大きなマネジメントかなというふうに

思うんですけれども、その点はちょっと指摘して。 

 あと、105ページの部分なんですけれども、シルバーピアとか障害者住宅の方向性につい

て示している部分なんですけれども、高齢者及び障害者住宅サービスであるシルバーピア及

び障害者住宅の入居率は100％となっているため、今後も施設数は維持していきますという

ふうに書かれているんですね。それて、人口推計なんかを見ると、今後、高齢者の人口とい

うのは、2065年まで増え続けるというような見通しになっていて、今でさえ100％になって
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いる、この高齢者や障害者の住宅サービスのシルバーピアを維持していくというのは、維持

するというのは最低限かなというふうに私、思うので、やっぱり増やすという方向のほうが

いいのかなというふうには私は思うんですけれども、その点について、なぜこういうふうに

なっているのかということをお聞きしたい。 

 それから、18ページの部分ですね、インフラ系公共施設の部分で、児童遊園の数が67から

66施設、公衆トイレの数が23から22に減っているんですけれども、この点について、どこが

減っているのかというのをちょっと確認したいんですけれども、いかがでしょうか。 

○松丸委員長 では、ちょうどお昼になりましたので、次、１時から開会したいと思います。 

 ２時には終わりたいと思いますので、まだこれから質問ある方、ちょっと全体的なバラン

スを考えて、お願いしたいと思います。 

午前 １１時５９分 休憩 

午後  ０時５８分 再開 

○松丸委員長 では、全員そろいましたので、午後から再開をしたいと思います。 

 石沢委員に対する答弁からということで、では猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 ２つ御質問がありました。１つ目が、まずシルバーピアについての

御質問になります。 

 こちら個別の施設の整備方針について、私のほうから答弁はなかなか難しいところでござ

いますが、今回、計画の中で、人口構成や利用需要に応じた公共施設等の適正配置等々につ

いて記載がございます。今後５年ごとに公共施設等総合管理計画の見直しについても新たに

規定しておりますので、所管部におきまして、ニーズ等々を踏まえながら、今後必要であれ

ば、そういったものを方針に盛り込んでいくことを想定しているところでございます。 

 また、施設状況についての御質問になります。児童遊園が１施設減ったというところにな

りますが、こちらの理由といたしまして、新江戸川公園に併設する児童遊園がございました

が、そちらを整備しまして、肥後細川庭園に統合したことによりまして、その分、１減とな

ったものでございます。 

 また、公衆便所につきましても、１つ施設が減ってございますが、こちら柳町の公衆便所

につきまして、柳町小学校の改築に伴いまして、学校用地として整備するために廃止したと、

そういった状況になってございます。 

○松丸委員長 では、石沢委員、もうまとめてください。 

○石沢委員 はい。 
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 分かりました。どうもありがとうございます。それで、先ほどちょっとシビックの話をし

ましたけれども、延べ床面積が８万平米あるわけですよね、今回この資料を見ると、文京区

が保有する区有施設の総延べ床面積は44万平米ということなので、大体シビックセンターは

５分の１近くは占めているというものなので、先ほど個別のことということでちょっとお答

えはいただけなかったんですけれども、将来工事について、費用の見通し、具体的に見せて

いただくということはやっぱり必要かなというふうにも思いますので、そのことは最後に指

摘して、質問を終わります。 

○松丸委員長 では、品田委員。 

○品田委員 ページ数って、こっちのＰのほうで言ったほうがいいんですよね、そうですよね。

さっき違っていたので。ページ、16ページですね、五木田課長のほうにちょっと改めて。施

設が225施設ありますと。これから情報の一元管理をして管理システムに落としていくとい

うことなんですけれども、まず225の施設の現状をちょっと教えていただきたい。今の管理

の方法ですね。これは、一つ一つの施設が、現在は所管課のほうで施設の情報を持っていて、

それを一元管理して、今、紙ベースなんでしょうか、データなんでしょうか、現状とそれか

らこれから管理システムにする、その流れをちょっと教えていただけますか、まず。 

○松丸委員長 五木田保全技術課長。 

○五木田保全技術課長 施設数、225施設になりますけれども、保全技術の区有施設の管理に

つきましては、施設カルテ、工事台帳みたいなものを整理してございます。これについては、

施設の概要として、構造とか面積とか、また工事内容、それぞれ行った改修とか小規模の改

修とかの工事内容や金額等を示しているものでございます。今、それについては、工事台帳

管理システムということでデータ化して、施設管理のほうでもって、毎年、工事があるごと

に更新して記載して行っているところでございます。 

（「これから……」と言う人あり） 

○五木田保全技術課長 これからも台帳整備しますけれども、この公共施設等総合管理計画の

中では、それを活用して、今回の計画もつくっていますし、今後についても、それを使いな

がら、先ほど猪岡課長からありましたけれども、新たなシステムに取り入れながら活用して

いくというような形を想定してございます。 

○松丸委員長 品田委員。 

○品田委員 ありがとうございます。では、今もデータ化はしている。ただ、そこに入る情報

をもう少し増やしながら、将来に向けて、いつ頃改修したほうがいいのかというようなのを、
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全体を俯瞰して見られるようなことをしていこうという、そういう動きだと思うんですけれ

ども、それでよろしいですね。 

○松丸委員長 五木田保全技術課長。 

○五木田保全技術課長 今のデータシステムのデータは、あくまでもやった実績のことについ

てだけを書いてございます。先ほどのＰＤＣＡサイクルもございますけれども、今後、優先

順位ですね、公共施設等総合管理計画に基づいて工事を進めていきますので、それの予定と

か、どういうふうにやっていくかというのも今後取り入れながら、新たなシステムとしてや

っていく予定というふうに考えてございます。 

○松丸委員長 品田委員。 

○品田委員 ありがとうございます。そうしますと、これからの進行管理というんですかね、

さっきからマネジメントするというのは、どこの部署が、五木田課長のところでやるのか、

それとも企画のほうでやるのか、何か責任が曖昧、計画はつくったけれども、どこの課長さ

んがやるのかというのがちょっとよく分からないので、今後、どういった組織というのかな、

流れになるのかということが一つ。 

 それから、これから予防保全の形を取って、事前に長寿命化できるような形をするという

んですけれども、伺うと、今でも不具合ができたときの事後保全というんですか、そっちが

結構忙しくて、そっちまで手が回るのかなというのもちょっと心配しているんですけれども、

その辺はいかがでしょうか。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 まず、マネジメントの体制についてになります。今回、第７章で示

しておりますが、公共施設マネジメント推進部署ということで、企画政策部と施設管理部を

定義いたしまして、そこと所管部で連携する体制を構築すると記載してございます。 

 当面につきましては、まず企画課のほうで計画の策定等々を行っておりましたので、引き

続きという形で、そこを取り組んでいくかなと思っております。 

 ただ、今回、計画策定時におきましても、企画課だけでなかなか解決できない技術的な部

分というのが相当数ございます。そういったところ、先ほど事例としてありましたとおり、

墨田区などでは、そういった技術部門と企画部門が連携してというような組織体制もつくっ

ているところがございますので、ほかの自治体の状況を見ながら、文京区として最適なマネ

ジメント体制というのはどういったものかも引き続き検討を進めてまいれればと思っており

ます。 
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 また、今回、予防保全の考え方を取り入れたところでございますが、これまで事後保全と

ところが主体でやっていたというところになっております。先ほども御答弁したところでご

ざいますが、これから予防保全で全ての施設を一気にやっていこうかというと、なかなかそ

ういう状況は難しいかなと思っております。直近で大規模改修をしていく施設が相当数出て

くる、また事後保全でやらなきゃいけない施設も相当数出てくるというところで、両方の考

え方がまだしばらくは続いていくのかなという、過渡期という言い方が正しいのか分からな

いんですが、そういった状況にあるかと思っております。 

 そういった部分につきましても、区として、どういった優先順位をつけていくかという整

理が必要になっておりますので、そこの部分をマネジメント体制の中で検討していくという

ことが、次年度以降は必要だと思っているところでございます。 

○松丸委員長 品田委員。 

○品田委員 企画政策部と施設管理部でということは分かるんですけれども、今、仕事をいっ

ぱい抱えている中でこれを進めるのは、責任を持ってやる部署というんですか、課がないと

ちょっと難しいのかなというふうに私は想像で思いますので、またいろいろ、組織改正も含

めて、庁内で考えていったらいいんじゃないかなというふうに思っています。 

 それから、ちょっと具体的なのを２件だけ。文京区の場合は、こういう施設の位置なんか

は、地図で落としてこことこことなっていますけれども、坂とか地形の問題が物すごくある

ので、距離が近くても、やはりそこに必要な施設というのはあると思うので、そういったこ

とは言うまでもないのかもしれませんけれども、これから考えていっていただきたいなとい

うのが一つと。 

 それから、学校の施設改修がこれから複数いくんですけれども、昨日も子ども・子育て支

援調査特別委員会であった、例えば小日向の場合、児童館とか育成室を併設で造っていきま

すというのがあるんですけれども、アクティというのは、後から空き教室を使ってやってい

るというのが今現状で、これから造るときには、アクティの場所もきちっと正確に示さない

と、何かがあるからやめます──昨日ありましたよね、そういう議論がね、何か行事がある

からとか図書館を使うから駄目だとか何かって。これね、ちょっと小日向の基本計画の文書

を持っているんですけれども、アクティのことは一つも書いていないんですよね。だから、

今の学校の中に必要な施設なりを造るときには、今あるものをちゃんと収納できるというか、

その中に含めないと、設計とか施工ができないので、そういったことも含めて、途中からい

ろんなものが入ってきたのは分かるんですけれども、児童館、育成室だけでなくて、そうい
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ったアクティの、放課後の子どもたちの居場所も含めた設計とか施工をしていかないと、何

だ造ったはいいけれども、ないじゃないかみたいな話になってしまうのはいけないので、そ

ういったきめ細かくですね、これ今後60年も80年も使うわけですから、ぜひ、そういうとこ

ろをちゃんと加味した設計・施工をよろしくお願いいたします。 

○松丸委員長 では、松平委員。 

○松平委員 公共施設等総合管理計画の素案についての御報告をいただいております。いろい

ろ議論がもう出ておりますので、重ならないようにしたいと思うんですが、今後、多くの施

設が一斉に建て替えの更新時期を迎えるということで、特に昭和40年代後半の高度経済成長

期に造ったもの等々を中心に、一斉に建て替え、改修が行われるということです。そのため

には、当然、多額の改修、あと更新の費用、財源が必要になってくるということであります

が、本区の特別区税の収入を支えている生産年齢人口も、令和10年をピークに下がってくる

ということで、特別区税の減収というところも視野に当然入れていかなければいけないとい

うところだと思いますので、今後、そういった中で、基金ですとか区債をしっかり活用して、

財源をどうやって確保していくかということが大切なことなのかなというふうに思います。 

 その上で、この公共施設等総合管理計画というのは、とても重要な計画だというふうに思

っております。その中で、今回、中間見直しという形ではなくて、新たに策定をしていただ

いたということであるんですけれども、今回この策定をしていただいたことは大変評価をし

たいというふうに思うんですが、中間見直しではなくて、７年が経過したこのタイミングで、

新たに計画の改定を行ったということに関する背景を改めて教えていただいてもよろしいで

しょうか。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 今回、中間見直しではなくて、改定とした経緯のところになります

が、国のほうからの求めの中では、ユニバーサルデザインの推進方針、脱炭素化の推進方針

を盛り込むような形での国からの通知があったところでございます。ただ、文京区としまし

ては、そこを入れるだけというところにとどまらずに、今回は予防保全の考え方をしっかり

明確化いたしまして、各施設について、おおよその目安という形で、いつ改修するかという

ところも占めさせていただいたところでございます。これまでの計画と考え方が大きく変わ

るというところでございますので、そういった意味も含めまして、改定、定めるほうの改定

というような形で整理したところでございます。 

 前計画につきましても、策定から７年が経過したというところがございます。それが適正
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だったかどうかというと、やはり情報が古くなっているところも一つあったのかなと思って

おす。今回の計画で、５年ごとに見直しをするということも新たに定めさせていただきまし

たので、今後は、今回を起点といたしまして５年ごとに、しっかりと考え方を整理していく

と、そういった形で定めさせていただいたところでございます。 

○松丸委員長 松平委員。 

○松平委員 分かりました。ありがとうございます。ユニバーサルデザイン、脱炭素ですとか、

国からの方針も受けて、予防保全という考え方も入れて、新たに改定をしたということでご

ざいました。少し古くなってきたという話もありましたが、先ほどの石沢委員の議論でも、

今後の10年間の更新に係る費用の総額に関する議論が少しありましたけれども、確かに現計

画では634億円だったところが、1,501億円の見込みだということでございました。その

1,501億円が高過ぎるんじゃないかという話が先ほどありましたけれども、実績単価に合せ

て、しっかり正確に試算をしたということだと思いますので、これだけの費用が２倍以上上

振れしたということだと思いますので、改めて財源の確保というのを今後しっかりやってい

く必要があるというふうに考えます。 

 これは、あくまで長寿命化をした80年で計算したところだと思いますので、ここからさら

に上振れする可能性があるのか、ないのかというを一応お聞きしたいんですけれども、例え

ば全施設が60年の耐用年数として、中には出てくるかと思いますし、また工事単価、資材も

高騰していますし、技術者さんの不足ですとか、資材もなかなか品薄になっているというと

ころで、さらに工事が延びてきたときに、今のこの試算よりもさらに上振れしていく可能性

が今後あるのかどうかというところに関しての見込みを教えていただけますでしょうか。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 今回の計画におきましては、実績単価ということで、これまで過去

の実績81.8万円を採用したところでございます。資材の高騰につきましては、現状、止まっ

ているという形ではなくて、まだ伸びているというところがございますので、今後について、

さらに増えるという可能性はあるかなと思っておす。 

○松丸委員長 松平委員。 

○松平委員 分かりました。ありがとうございます。そういった意味においても、ぜひ、基金

の適切な積立てと活用と区債の活用というのをしっかり行っていただきたいなというふうに

思います。 

 この計画の肝となるところは、私も第７章のところだなというふうに思っておりまして、
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先ほどもう既に田中委員のほうからもいろいろ議論がございましたので、そこで私も質問す

ることはあまりないんですけれども、確かに、ここで今後、225ある施設が一斉に改修の時

期を迎えるということで、改修の時期ですとか、当初予定したものよりも時期が延びてしま

う、費用が嵩んでしまうといったことが想定されますので、できる限り集中を避けるために

も、うまく調整をして、平準化をしていく必要というのが大切になってくると思いますので、

ここの部分のしっかりコントロールをしていく、マネジメントの部署としての新しい推進部

署が立ち上がるということですので、ぜひ、その点に関してはしっかりと進めていっていた

だきたいなというふうに思います。 

 質問ではありませんので、以上で終わります。ありがとうございます。 

○松丸委員長 では、関川委員。 

○関川委員 このたび計画を見直すということで、前回に続いて２回目の報告ということにな

りますが、基本的なところで、５ページの計画の位置付けのところですけれども、「文の

京」総合戦略と整合性を持たせていくということでありますが、来年からまた４年間かけて、

「文の京」総合戦略が作られますけれども、これは意見ですが、これについては区長任期と

も重なっていないし、なぜ４年という期日にしたのか。５年を一つの単位としてやってもい

いんじゃないかなというふうに思いますので、この辺は今後の検討ということで、今度の計

画に整合性を持たせていくという意味でも、年数を合せてほうがいいんじゃないかなという

ふうに思いましたので、それは意見として申し上げておきます。 

 基礎資料としての人口の推計についてですが、生産年齢人口が落ちていく云々ということ

で分析をしてありますけれども、私が９月の本会議の質問で、今の人口と皆さんの推測した

ところがやはり食い違っているということを御指摘したんですが、今、コーホート要因法に

基づいて推計しているので、実際の人口とは必ずしも一致しないと、こういう御答弁だった

んですけれども、より現実の数字に近づけていかないと、この公共施設の改修のところでも

ずれてくるかなというふうに思いますので、その辺のところは、私たちが要求したのは、小

学校単位等々で細かく分析をしていくことも一つの方法じゃないかということで申し上げま

したので、その辺の人口推計については、きちっと現実に今の人口に近いものにしていくこ

とが大事だというふうに思いますので、この辺について、１点だけ最初にお聞きします。 

○松丸委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 人口推計についての御質問ですけれども、今回、計画をつくる段階で、人口

推計、かなり長いスパンで計画のための推計をしたというところでございます。そういった
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意味では、かなり先のところまで見通したという形で、コーホート法を用いて算出したとい

う形にはなりますけれども、確かに、その人口推計が必ずそのとおりになるといったような

考え方でやっているわけではなく、あくまでも大きな方向性の検討のための材料として認識

をしているところです。 

 実際に施設の運用も含め、様々な区の政策決定の中では、直近の状況等を鑑みながら、都

度都度考えながら進めていく形になりますので、そういった意味におきましては、直近の人

口動態であるとか、子どもの数とか、そのほか社会状況等も鑑みながらやってまいりますの

で、そういった意味では、大きい意味での参考としては活用しながらも、人口についての状

況は日々確認をして、施策を展開してまいるというふうに考えております。 

○松丸委員長 関川委員。 

○関川委員 今、マンション住民の方が、この間まで７割というふうに言われていましたけれ

ども、今、住宅の議論をされている中では、もう８割の方がマンション住民だということに

なっていますので、マンションの建設等々のことも加味しながら、より近い、今の現状に合

う人口推計をきちっとしていくことが、やっぱり基礎資料として大事かなというふうに思い

ますので、その辺はお願いをしておきたいというふうに思います。 

 先ほど石沢委員が、費用負担、基礎単価のことを申し上げましたけれども、平成28年から

６つの施設を挙げて、実績単価に合せて数字を出されたということで、現場の皆さんがきち

っと現状をつかんでやっていらっしゃることは、お認めはしますけれども、ただ、先ほど挙

げられていた６つの施設については、例えば誠之小学校などは、崖の調査、解体等々で11億

円使っているとか、あと児童相談所も、今、建設中ですけれども、そこは更地だったので、

解体の費用が入らないとか、あるいは平成28年からだと、今の物価高騰の問題、それから令

和２年、３年、４年とコロナの問題が入ってきましたけれども、そういう不確定要素も入っ

て積算をされたかのかどうかということがちょっと疑問に思います。だから、平成28年だか

らそういう要素は入っていなかったわけですよね。そこの部分も含めて、今度の81万8,000

円の単価というのはどうなのかなと、その辺がちょっと私も疑問に思うんです。 

 それから、シビックセンターの件では、33ページにありますけれども、令和37年に中規模

改修を行うと、こういう計画が新たにこの計画の中に出てきましたけれども、シビックセン

ターについては、今まで改修を行ってきて、今後も100億円かかるということが、大ざっぱ

な数字として出されていますけれども、このシビックセンターについては、やはり一番費用

がかかるという点では、シビックセンターの改修費用についても、きちっと正確な数字を出



令和５年１１月１４日 自治制度・地域振興調査特別委員会（速報版） 

 

－５３－ 

していくことが大事だというふうに思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○松丸委員長 大畑整備技術課長。 

○大畑整備技術課長 初めに、単価の設定のほうになりますけれども、委員がおっしゃるよう

に、誠之小学校は例えば崖の整備を伴ったりですとか、施設によっては解体があったりなか

ったり、または、仮設の建物は含まれていないんですけれども、仮設を設けて引っ越しをし

たりということで、かなり工期が長かったりそうでもなかったりということで、それぞれ工

事費というのは違っております。実際は、そういった敷地とか建物の条件とか状況により、

工事価格は大きく変わってくるものだと思いますが、そういったことも含め、平均値を、今、

この代表する６つの施設で取っていくということで、試算としてこれを使うということで決

めたものでございます。 

○松丸委員長 関川委員。 

○関川委員 より正確な数字を出していただくということでは、それぞれによって、先ほどだ

された６つの中でも、条件がいろいろ違ってくることも加味しながらやっていかなければな

らないというふうに思います。 

 それから、今後については、ここの文章の中で、物価高騰のことを挙げていて、物価高騰

がいつまで続くか、いつ収まるのかというのは、ちょっと予想がつきづらいというふうに思

いますけれども、そうすると、この物価高騰のことに対しても加味をしていくということに

なると、建設単価というのはもう少し上がっていく可能性があるのかどうかということ。 

 それから、今、コンサルタントが調査をやっていますよね。コンサルタントのところでも、

調査ということで、例えば公共施設の大規模改修に係る費用の見込みと各実績のデータの再

試算ということだったり、あと公共施設等の維持管理に係る費用の再試算、それから過去の

更新費用等との比較等ということで、コンサルタントにこういう調査をお願いしているのは、

これ情報公開で取らせてもらって分かったんですが、この調査と合せて、今回のこの81万

8,000円についての関連性って、この調査に基づいて出されたものをまた加味して、もう一

度来年の２月まで単価の計算をし直すのかどうかって、その辺はいかがなんでしょうか。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 まず、単価につきましては、先ほど御答弁させていただいたとおり、

過去の実績から算出しております。今後の物価高騰等の部分がなかなか読みづらい状況でご

ざいますので、今回は過去実績を基に算定しております。今後、先ほども御答弁させていた

だいたとおり、なかなか今、止まっているという状況ではないので、増える可能性はあると
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ところは認識しているところでございます。 

 また、委託事業者に対して、今回コンサルタントを入れております。その委託内容といた

しまして、公共施設の大規模改修更新に係る費用の再試算というところになりますが、こち

らも今回示させていただいた1,501億円が、まさにこの再試算に係るところの委託業務にな

っております。 

 また、維持管理に係る費用の再試算につきましても、今回、計画の中でそれぞれの類型ご

とに維持管理費用を算定させていただいておりますので、そちらもこの業務の中でやったと

ころでございます。 

 また、単価の算出につきましては、こちらも今回、実績単価を使ったところでございます

が、もともとの国が示した単価がいいのか、あるいは物価高騰を反映させた単価がいいのか、

それぞれメリット、デメリットを示していただき、それを基に、区として最適な試算条件と

して、実績単価を採用したところでございます。ですので、今後、こちらの単価を変えると

いうことは今のところ想定はしておりません。 

○松丸委員長 関川委員。 

○関川委員 では、このコンサルタントに試算を示させていることについては、このことも加

味して、今回の81万8,000円が出てきたということなんですね。分かり……。 

 先ほど来、建設単価が高いんじゃないかということがありましたけれども、この数字がね、

全体で1,501億円かかるというような数字が独り歩きして、区民施設等々だからきちっと直

さなきゃいけないんだけれども、このことでほかの区民施策が抑制されるような状況になっ

てしまうと、やっぱりまずいなというふうに思いますので、より正確な建設の費用の、シビ

ックセンターの改修にしても、より正確な数字を出していただくことが大事だというふうに

思います。 

 それで、区財政の見通しということで、一番費用がかかるので、ここがやっぱり要になる

ことかなというふうに思っています。 

 10ページのところにありますけれども、今後の見通しということで出されていますが、今、

「文の京」総合戦略(総合戦略)のほうでも、財政状況の見通しが出されてきていますけれど

も、私、決算委員会をやらせていただいたので、令和４年度でいえば、総基金が、総合戦略

の当初のところで474億円だったのが、160億円増えて、総基金636億円となったり、あるい

は特別区交付金についても過去最高、それから特別区民税についても過去最高となっている

というような乖離がありますので、より正確に財政の見通しを出していくことが、この公共
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施設管理計画との関係でも大事だというふうに思います。 

 それから、10ページにありますが、扶助費がさらに増加するということが挙げられていま

すが、もともと扶助費は増加するものだから、これはこれでこういう表現になっているのか

なというふうに思いますけれども、例えば人件費のところですが、人件費を減らすといって

委託を増やしてきたわけですけれども、令和元年度から見ますと、人件費と物件費の値が逆

転をしているんですね。今、物件費のほうが多くなっている現状があります。ですので、こ

の辺のところの物件費の在り方についても、もっとよく精査をしていくことがやっぱり大事

かなというふうに思います。その辺については、いかがかというふうに思います。 

 それから、今回この計画については、多分、国庫補助金は一切出ないんだというふうに思

うんですが、総務省の通達でこういう計画をつくりなさいということで、今回、ユニバーサ

ルデザインや脱炭素化のことなんかも含めて、２回目の通達ということで出されているわけ

ですから、ぜひ、国庫補助金を要求していただくのと、それから特別区交付金での扱いはど

ういうふうになるのか。 

 それから、適時適切で、区債の発行をしていくことによって、多額にかかる費用について

は、区民に負担をかけないでやっていくという、そういう方向になるかというふうに思いま

すが、その辺のところについては、いかがでしょうか。 

○松丸委員長 進財政課長。 

○進財政課長 今回、公共施設等管理総合計画で出されている1,501億円、財政課としては非

常に大きな数字と捉えております。今後、10年間見込みを総合戦略の中で立てていく中にお

きましては、やはりその数値の裏づけとなるデータの確認とか妥当性、それから正確性など

を一定評価しながら、推計作業を行って、極力、正確な数字が出るように進めていきたいと

思っております。 

 また、先ほど、大きな財源を補っていくためには、今までのそれの基金を活用したり、あ

とは区債、こちらのほうも当然活用していくべきと思っております。特に、区債の発行に関

しましては、こういった外部調達、御承知のとおり、一時的に発生する多額の費用を年度間

で平準化していくとか、あと、これまで文京区に住んでいた人、これから移り住んでくる人

という、そういった方々の公平性、そういったところにもつながりますし、また、外部調達

をうまくやることで、一定の基金を維持すること、そうすればいざというときの備えにもつ

ながる、そういったふうにも考えております。 

 当然、起債につきましては、公債費負担比率とか、それからある意味義務的経費にもつな
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がりますので、経常収支比率、そういったところにも注目しながら、きちっと推計を行って

いきたいと。 

 これまでの推計で、確かに若干、基金の残高とかそういったところは、数字は少し、実際

には上振れをしているところもあるんですけれども、あくまでもそこは推計というところで

御理解をいただきまして、財政課としましては、直近、様々なデータをうまく活用しながら、

極力近いものに取り組んでいくという姿勢で行っていきたいと思います。 

 それからもう一つ、人件費よりも物件費のほうがちょっと最近大きくなってきているとい

う御質問ですけれども、確かに物件費は、様々な経費が入っておりますので、歳出の中では

大きい部分になっております。特に、物件費の中でも、少し注目をしているのがシステム経

費、こういったところが最近大きく影響しているのかなと。システム経費に関しましては、

その費用の在り方とか、その妥当性とか、そのシステムを入れる経費についての有効性とか、

そういったところも予算編成をしながら、きちっとそこも確認をしていきたいと考えており

ます。 

○松丸委員長 関川委員。 

○関川委員 財政見通しを示すのは大変なことだというふうに思いますが、ぜひ、この建物以

外のところで、区民の施策に影響を及ぼさないよう、適時適切で、区債の発行等々も含めて、

きちっとした財政計画を立てていっていただきたいというふうに思います。 

 最後ですけれども、先ほど石沢委員のほうから、区内業者にということがありましたけれ

ども、最も区内業者にお仕事が行く部分だというふうに思うんですね。区内業者がやること

によって、その後のメンテナンスなんかも区内業者が関わっていただけるという点では、き

ちっと区内業者に仕事が行くように、ここの計画の中で基本に据えていただきたいというふ

うに思っています。 

 私の９月の本会議の答弁では、公共施設の整備に当たって、集約化、複合化、多機能化と

ともに、民間活力の活用の可能性について、総合的に検討するというようなことが出されて

います。ですので、区内業者にきちっと仕事を回すとともに、公共施設というのは、地方自

治法にあるように、住民の福祉を増進する目的を持っていますので、旧元町小学校のように

区民要求が制約を受ける民間との複合ではなくて、学校の教育環境や区民施設等をさらに充

実していくような、そういう計画となるようにお願いをしておきたいと思います。 

 以上です。 

○松丸委員長 では、宮野副委員長。 
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○宮野副委員長 私からは、大きく２つ質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、27ページになるんですけれども、区有施設はこのたび、予防保全施設と事後保全施

設に分けて、不具合が生じる前に計画的に管理していくのは、予防保全施設のみとして、事

後保全施設に関しては、不具合が生じてから対処するというふうに分類されたということで

す。これに該当する施設が区内13か所と思いますが、備蓄倉庫と、あと東屋などの文化財収

容庫、それから岩井学園の教職員住宅などが当たるのかと思います。これらに関しては、前

回の計画に記載されていましたが、今回、個別の名称が計画の中に記載されていません。 

 事後保全施設に関しては、事後保全は事後保全として管理はしていくということに変わり

はないというふうに思いますので、区が所有・管理している施設の全体像を分かりやすく開

示するという意味でも、事後保全施設についても、施設名を一覧で記載していただきたいと

いうふうに思いますが、いかがかということがまず１点。 

 あと、事後保全施設については、不具合が生じた際は、速やかに対処をお願いしたいんで

すけれども、予算の確保などはどのような形で行っていくのか、教えてください。 

○松丸委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 副委員長から御指摘がありましたとおり、倉庫、車庫、小屋等の附

属建物については、事後保全施設に整理したところです。ただ、こちら事後保全施設だから

といって、不具合が生じてからというわけではなくて、不具合の生じる予兆等があった段階

で速やかに対応していくというところを想定しております。これまでも公共施設については、

事後保全施設でやってきた経緯もございますので、事後保全施設に整理されたからというこ

とによって、今後改修は行われないと、そういうことではないということだけ御認識いただ

ければと思います。 

 その全体像を分かりやすい一覧にというところにつきましては、確かに副委員長の御指摘

のとおり、全体の事後保全施設が何かというところが、この計画上、分かりづらいというと

ころがございますので、今後、案の策定に向けて、その部分の表示の仕方について検討して

まいりたいと思っております。 

 また、事後保全施設、いわゆる倉庫等につきましては、いずれも規模の小さい施設、建物

だというところで想定しております。改修を行う場合におきましても、大きな費用負担にな

ることはないと想定しておりますので、比較的、経常的経費の中等で修繕等対応できるもの

かなと思っていくところでございます。 

○松丸委員長 宮野副委員長。 
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○宮野副委員長 ありがとうございます。不具合が生じる予兆を察知して、修繕をしていただ

けるというふうなお答えもありましたけれども、できるだけ放置される期間がないように、

不具合が生じる期間がないように、しっかりと対処していっていただけたらと思いますけれ

ども、その辺の管理のフローといいますか、どういうところからそういった報告を受けて、

どこで意思決定をして修繕していくのかというのもちょっと教えていただきたいんですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○松丸委員長 五木田保全技術課長。 

○五木田保全技術課長 倉庫とか車庫等は、人が使わないもの、居室ではないようなところの

施設というか、建物でございます。この辺については、倉庫とか車庫とかも、毎日じゃない

ですけれども、使っている方がいます。所管課がございます。ですから、所管課の管理の中

で状況を見ていただくなりし、それで雨漏りとか壊れているものとかがあれば、こちらの施

設管理のほうに御連絡いただきながら、そして状況を確認し、先ほど予算の件もありました

けれども、適切に予算を確保しながら、影響がないように工事を行っていくというふうなこ

とで考えてございます。 

○松丸委員長 進財政課長。 

○進財政課長 予算額のほうになりますけれども、参考までに、４年度決算額については３億

8,000万円、また３年度決算についても４億3,000万円、維持補修費として確保しているとこ

ろになります。 

○松丸委員長 宮野副委員長。 

○宮野副委員長 分かりました。ぜひ、適切な管理をお願いしたいというふうに思います。 

 それから２つ目に、施設名称についてなんですけれども、前回の委員会で、施設の変遷が

分かるような記載内容にしていただきたいという要望をしたんですが、それにも関連するこ

となんですけれども、７ページになるんですが、施設の分類がここに記されております。区

民文化系施設というところに分類されている施設の中に、区民会館、それから交流館、あと

ふれあい館があります。これまで様々な経緯があったのかと思うんですけれども、現在、私

としては、この３つの施設の設置目的ですとか役割の違いがちょっと分かりにくいなという

ふうに感じております。この３つの施設、それぞれの設置目的、役割といったところをいま

一度確認させていただきたいんですが、それが１点目。 

 あと、41ページになるんですが、ここには交流館については、複合施設への建て替えも検

討し、建て替えの際は交流事業を継続しつつ、「交流館」の名称を変更する方向でというふ
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うな記載もされております。交流館のみならず、区民会館ですとかふれあい館も含めて、ほ

かにも、これまでの施設の変遷を踏まえて、ほかの施設と名称を統一化できるものがあると

すれば、そのほうが区民の皆さんへの認知度の向上につながっていくのではないかというふ

うに思いますが、どのようなお考えか、教えてください。 

○松丸委員長 鵜沼区民部長。 

○鵜沼区民部長 区民会館、それから交流館、あとふれあい館と、それぞれ設立の経緯がござ

いまして、交流館は、もともと入浴事業などをやっていた寿会館というものが母体で、その

寿会館を見直すときに、多世代の交流を図る施設として、リニューアルしたものが交流館で

す。 

 区民会館というのは、区民会議室ですとか、それから貸館、こういったものが、今の地域

活動センターですとか単独の施設として存在していたもの、これが区民会館です。 

 それから、多分、ふれあい館というのは、不忍通りふれあい館だけだと思うんですけれど

も、こちらは根津の、当時は出張所といったんですけれども、こちらを建て替える際に、地

域の方の運営と、あとは、今も伝統工芸なんかの施設として設立するということで、これは

唯一の建物として、ふれあい館という形で運営していますが、一定貸館をしているという意

味において同じように見えるとは、副委員長の御指摘のとおりなんですが、それぞれに設立

の経緯と目的があるということでございます。 

○松丸委員長 宮野副委員長。 

○宮野副委員長 ありがとうございます。交流館については、以前、入浴の事業もされていた

ということで、寿会館から変わってきたということを理解しているんですけれども、交流館、

区民会館は区民会議室もあるということで、それだったら区民会議室ってできないのかなと

か、区民センターの役割ともあまり違わないのではないかとか、ちょっと細かいんですけれ

ども、設立のいろいろなそれぞれの経緯はあるんですけれども、今の状況の中で、分類をも

う少し分かりやすくできるものがあれば検討していただきたいということを重ねてお願いし

ておきたいというふうに思います。名称の件も併せてお願いしたいと思います。 

○松丸委員長 では、以上で、報告事項３「文京区公共施設等総合管理計画（素案）につい

て」は、終了いたします。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○松丸委員長 続きまして、一般質問です。 

 ３件の方、沢田委員、石沢委員、関川委員と３人、それぞれ１件ずつ。 
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 では最初に、沢田委員から。 

○沢田委員 先ほどの報告事項で、実はちょっと１個、質問漏れがあったんですけれども、さ

せていただいてもいいですか。 

（「駄目でしょう」と言う人あり） 

○沢田委員 駄目ですか。 

（「分からない、それは委員長……」と言う人あり） 

○松丸委員長 一般質問だから。 

○沢田委員 駄目ですか。では、一般質問だけ。 

 では、一つだけ伺います。文京区の地方自治の課題についてですね。特に、住民の政治参

加の方策について、前回の委員会より一歩踏み込んで伺いたいんですが、６月から議員の有

志で議会ピクニックという試みを始めたんです。今日も午前中に何人か参加されていたんで

すが、１人でも多くの区民に委員会を傍聴してもらって、その前後で解説とか意見交換をす

ることで、議会を身近に感じてもらうための試みなんですね。 

 そのイベントを案内して区内を回っていると、よく聞くんですけれども、区や区議会が一

体どういうもので、何をしているのかがよく分からないとか、あと、自分たちが区政の当事

者という感覚がない。政治参加ってどういうことなのか、イメージできないというような話

なんです。こうした現状についていかがお考えか、お聞かせください。 

○松丸委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 区民の区政に対する当事者意識というお話かと思っております。我々、前回

の委員会のほうでも幾つかお話をさせていただいたところですけれども、様々な政策を進め

るに当たって、区民の皆さん、あるいは事業者等を含めまして、協働・協治の考え方でもっ

て、住民自治を基本にしながら政策を進めております。そういった意味においては、多くの

方に関心を持っていただきながら、その人、その人の様々な関わり方でもって、区政に関心

を持っていただく必要があるなというのは認識してございます。 

 ただ、その関わり方につきましては、様々あるというふうにも思っておりますので、今の

御意見で、そういった当事者意識が不明であるというような御意見もいただいたところであ

りますけれども、様々な方法でもって、多くの方に区に関心を持っていただきたいというふ

うに思っているところではございます。 

○松丸委員長 沢田委員。 

○沢田委員 この間も伺ったんですね。だから、そのときに伺ったのが、自治基本条例を挙げ
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まして、その実行状況とかをお聞きしたわけですけれども、第３章第８条の区民の権利です

ね、参加する権利と知る権利、２つの権利がありますが、区民の皆さんが自身の権利として

認識されているかどうか区は把握しているのかという私の質問に対して、定量調査はしてい

ないと。ただ、様々施策を講じて、区民参加を進めていると、先ほどと同じな御答弁をいた

だいたんですけれども、私は、進めるのは大事と思うと、それは当然同じなんですけれども、

一方で、進めるために、まず現状を把握したり評価したりする必要があるんじゃないかとい

うお話なんですけれども、いかがでしょうか。 

○松丸委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 区政への参加の在り方が様々あるというふうに思っておりますので、そうい

った意味では、何か委員会への参加であるとか協議会への参加、それぞれの委員会の参加状

況とか参加人数、そういったものは個別にあるかというふうには認識してございますが、そ

れをもって、区民が区政への参加が多いとか少なかったとかというような評価がなかなか難

しいと思っております。参加の仕方自体は、結局、区民の声で、匿名も含めて出すといった

ようなこともございますし、直接こういった会場に来られる方もいらっしゃいますし、そう

いった意味合いがございますので、そういうところから、数値的な判断が難しいというふう

に考えてございます。 

○松丸委員長 沢田委員。 

○沢田委員 前回も申し上げたんですけれども、定量調査をやってほしいということじゃない

んです。数値化してほしいということじゃなくて、ほかにも評価の方法はありますよね、質

的な評価であったり、定性的な評価であったり、要は、基本条例にうたっているわけですか

ら、そのうたった権利が実際に実現されたか。要は、区民が区政のことをより深く知ったり、

区政により積極的に参加したりできたかを、区の業績評価の指標にすべきなんじゃないかと

いう御提案なんですが、いかがでしょうか。 

○松丸委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 個別の区政参加につきましては、例えば今回も私どもで行っております総合

戦略の改定に伴って説明会等を行ったときの参加人数であるとか、そういったお声のほうも

いただいておりまして、個別にそれぞれの状況についての人数であるとか、お声がどうだっ

たか、またそれに対して多く集められたかどうかというのは、鑑みながら評価をしていると

ころではございますが、先ほどもお話をしましたが、区政参加全体を捉えて評価をという意

味においては、全体的な考え方として、参加の仕方が様々あるということから、評価は難し
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いものと考えております。 

○松丸委員長 沢田委員。 

○沢田委員 評価は難しいということを再三おっしゃるんですが、区民一人一人がどういう認

識で区政に対して向かい合っているかということを、把握しようという努力をされているの

かということがお聞きしたかったんですね。 

 前回の質問でも、具体的には、区民による直接請求制度への認識についてお聞きしたんで

すが、そのときには、周知はしているが、事例も実績もないという御答弁だったんですよね。 

 直接請求制度というのは、御存じのとおり、国にはない制度で、地方自治体だけが持って

いる、言わば自治の理念を体現する制度でもあるわけで、例えば、法律は国民が提案できま

せんけれども、条例は住民が提案をできる。また、総理大臣や国会議員のリコールは国民に

は提案できませんが、区長や議会議員のリコールは住民が提案をできる。でも、その制度自

体が実際使われていないし、知られてもいない。これは、住民自治を理念に掲げる文京区と

して問題ではないかというお話。実際に知っているのかどうかということを把握されている

のか、されようとしているのかということをお聞きしたい。で、その知っているかどうかを

把握した上で、効果的な周知というは考えるべきなんじゃないかという御提案なんですが、

いかがでしょうか。 

○松丸委員長 これ、まだあと２人いるんだから、ほかのことも考えてよ。 

 では、横山企画課長。 

○横山企画課長 先だっての委員会でもお話をさせていただきましたけれども、そういった内

容につきましては、区のホームページ等で表現をしており、そういった意味では、私どもと

しましても、区政の参加というのは、幅広く皆さんに知っていただきながら、参画いただき

つつ、区政が進んでいくものというふうに認識してございますけれども、あくまでもその参

加の仕方については、人それぞれというところがございますので、そういった意味において、

どのようにそれぞれの方が参加をしているのか、していないのかというのは、各人の自由の

中で判断すべきものというふうに考えてございます。 

○松丸委員長 武藤総務課長。 

○武藤総務課長 すみません、前回、条例の制定・改廃の直接請求の件で、御質問があった件

で御答弁いたします。 

 前回は、私、入課は平成の時代なので、平成以降、特にこの条例の制定・改廃請求、件数

ございませんでしたが、改めて昭和の時代のほうについても確認をちょっと取らせていただ
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いて、件数として１件あったということだけは、ここの中で御答弁させていただきたいと思

ってございます。 

○松丸委員長 では次、石沢委員。 

○石沢委員 質問します。この間、この自治制度のところでも確認させていただいているんで

すけれども、本駒込二丁目の国有地のことについてです。 

 それで、９月の自治制度・地域振興調査特別委員会で、10月末までが国の公募期間の締切

りということで、そういう御答弁があって、区としては、購入に向けての手続をしたいとい

うことで言われていたんですけれども、ちょっとその後の進捗ですね、10月が終わったので、

実際出されたかどうかということとか、これを出して結果が分かるのは大体いつ頃なのか。

決まってからのことになるかと思うんですけれども、その後どういうふうに流れていくのか

についても、ちょっと見通しだけ示していただければというふうに思います。 

○松丸委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 本駒込二丁目の国有地につきましては、10月締切りまでに国のほうに要望の

提出ということで、前回お話しさせていただいたとおり、区としては、要望のほうは出して

おります。 

 今後の流れになりますけれども、こちらにつきましては、２月に国のほうでその契約の相

手方と決定されてという話を聞いておりますので、その後、そちらの結果いかんによって、

来年度に入るかと思いますけれども、その後の購入の手続等々については進んでいくものと

いうふうに考えてございます。 

○松丸委員長 では最後、関川委員。 

○関川委員 白山四丁目の最高裁判所職員住宅跡について、お聞きをしたいと思います。 

 この土地は一度保育園ということで計画がありましたけれども、区民との調整がうまくい

かず、計画は実現しなくて、今日に至っておりますが、ここは今も留保財源の扱いになって

いるようですけれども、今後の方向性としてはどのようになるのかということと、土地の取

得については、区としては考えていないのかどうかということです。 

 それから、区民説明会が開かれたようですけれども、区民からの要望はどのようなものが

出されていて、建物を建てるとすれば何階建てぐらい建てられるのかというのを聞きたいと

思います。 

○松丸委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 白山四丁目の国有地につきましては、今、委員からも御指摘がありましたが、
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国のほうとしましては、留保財産という形で認定してございます。ですので、区として取得

という方向ではございませんけれども、その活用の意向ということについては、国と協議を

している中で、私どもとしましても、何が使えるのかということについて検討している中で

ございます。 

 そういった中で、今般、地域の皆様に対して説明会とか意見交換会という形で開かせてい

ただきまして、そちらで様々な御意見もいただいております。区としましては、先ほどもお

話をしましたが、行政需要という意味におきましては、育成室や介護施設、障害施設、そう

いったようなものがあるということについてはお話をさせていただいており、そういったよ

うなお話の中で、地域のほうからは、子どもたちや多くの方が遊べるような広場が欲しいと

いったようなオーダーであるとか、もちろん高齢者施設についても必要性があるといったよ

うなお声もいただいております。 

 なかなかイメージがしにくい部分があったということもございますので、今後も引き続き

地域の方々と意見交換をしながら、区としての行政需要がしっかりと賄えるような施設の在

り方について模索をし、その話がまとまるようであれば、留保財産の効果的な活用に対して、

国のほうに提案をしていきたいというふうに考えております。 

○松丸委員長 関川委員。 

○関川委員 留保財源の扱いになってもう久しくなりますので、ぜひ、区民要望を急いでまと

めていただいて、この土地が有効活用できるようにお願いしておきたいと思います。 

 以上です。 

○松丸委員長 以上で、一般質問を終わりたいと思います。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○松丸委員長 その他といたしまして、委員会記録については、委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○松丸委員長 令和６年２月定例議会の資料要求につきましては、１月25日木曜日を締切りと

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○松丸委員長 この後の視察についてなんですけれども、冒頭に御案内したとおり、この後、

東京都よろず支援拠点新橋事務所への視察を行いますが、本日の委員会は、視察終了をもっ

て閉会することといたしますので、よろしくお願いいたします。 
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 委員においては、各自で視察先に向かっていただき、14時50分に事務所が入っている共栄

火災ビル正面玄関、中に入らないで、正面玄関の前に集合をお願いしたいというふうに思い

ますので、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○松丸委員長 以上で、理事者報告等の委員会を終了したいと思いますので、後ほど、また視

察のほう、よろしくお願いいたします。長時間ありがとうございました。お疲れさまでした。 

午後 １時５７分 閉会 


